
47月刊監査研究　2009．9（No.425）

はじめに
日本内部監査協会ＣＩＡフォーラム研究会

No.４－Ａ（ガバナンス研究会監査役分科会）

は、日々、内部監査業務に携わる実務家によ

る研究会です。今般、「内部監査の成熟度に

関するアンケート」を実施し、その結果をと

りまとめましたので報告します。

その背景、問題意識は以下のとおりです。

内部監査の組織や体制、監査手順等に関し

ては、内部監査の品質評価等による様々な基

準やメルクマールが提供されていますが、一

方その実際の運営、機能、貢献度、実効性と

いった内部監査の「機能状況」についてはど

のような状態がベストプラクティスであるの

か共通の土俵があるわけではありません。

もとより、内部監査は組織の方針、事情に

よって存在するものであり、定まったあるべ

き姿があるものではありませんが、当研究会

では問題意識を踏まえ、実務家の観点から一

定の整理を試み、特に実態的な機能状況に焦

点を当てた「内部監査の成熟度モデル」を策

定しました。モデルの特徴は、内部監査部門

との関係が深い取締役会、経営者、被監査部

門、監査役、外部監査法人からの内部監査部

門への期待度・貢献度・連係度を意識し、モ

デルを構築しました。

本報告は、同モデルについて日本内部監査

協会ホームページ等にてアンケート調査をお

願いし、140社からいただいた回答をとりま

とめたものです。

なお最初にお断りしますが、もし本稿の読

者が内部監査部門の方、もしくは内部監査に

関係する方で、多少の時間があるのであれば

是非巻末のアンケートを自社分について実施

された上でこの報告書をお読みください。

140社との比較により、自社の現状及び今

後の課題抽出が容易になり、この報告書の価

「ＣＩＡフォーラム」は、ＣＩＡ資格

保持者の研鑽及び相互交流を目的に活動

する、社団法人日本内部監査協会（ＩＩ

Ａ－ＪＡＰＡＮ）の特別研究会である。

各研究会は、担当の座長が責任をもって

自主的に運営し、研究期間、目標成果を

設定し、研究成果を発信している。

この研究報告書は、ＣＩＡフォーラム

研究会No.４－Ａが、その活動成果とし

てとりまとめたものである。報告書に記

載された意見やコメントは、研究会の

「見解」であり協会の見解を代表するも

のではなく、協会がこれを保証・賛成・

推奨等するものでもない。

調査／分析：研究会No.４－Ａ（ガバナンス研究会監査役分科会）
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「内部監査の成熟度に関するアンケート」
調査結果報告
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値も大幅に上がるものと考えます。

本アンケートとこの結果報告が、我が国内

部監査部門の実態的な機能向上に役に立ち、

もって我が国企業・組織のガバナンス、リス

ク管理、コンプライアンス機能の向上の一助

になれば望外の幸せです。

□調査の概要
◆調査目的

① 我が国企業・組織の内部監査部門責任者

が、自らの内部監査機能の発揮状況を実態

面で自己評価することにより、単に制度の

「たてつけ」にとどまらず、実態的な機能

状況について検証できるツールを提供する

こと

② 我が国内部監査部門の現状をとりまと

め、各社が他社との比較の中で自らのポジ

ションを確認できるようにすることで、今

後の継続的改善に資すること

③ 「内部監査の成熟度」を最も有意に説明

し得る項目を特定すること

◆アンケート調査票の構成

アンケート調査票は、次の４つのパートで

構成した。

基本情報は、資料集（58頁）参照。

Ⅰ．取締役会、経営者との関係の中で内部監

査部門が整備・運営すべき項目

Ⅱ．被監査部門との関係の中で内部監査部門

が整備・運用すべき項目

Ⅲ．監査役、外部監査法人との関係の中で内

部監査部門が整備・運用すべき項目

Ⅳ．内部監査部門内で整備・運用すべき項目

上記４つの分野にわたる計38項目（アンケ

ートそのものは巻末）

◆調査対象

内部監査部門責任者

◆調査方法

記入式アンケート、日本内部監査協会ホー

ムページ及び各種会合での依頼により収集

◆アンケート期間

2009年１月～３月

◆回答数

140社

□アンケート結果の概観
○我が国内部監査部門は、独立性、指摘・勧

告等への対応状況、予算や網羅性の確保等

の旧来からの課題を着実に達成しつつある

ものの、一方、外部の第三者による内部監

査の品質評価、継続的モニタリング／監査、

監査支援ソフトの導入等比較的新しく出て

きた課題にはいまだ対応中である。

○各社において対応の良否にバラツキのある

項目があり、他社との比較において改善の

余地のある項目については早急に手を打つ

べきである。

○今回の分析の結果、「内部監査の成熟度」

を表す項目のいくつかを示すことができ

た。すなわち、「リスクアセスメントプロ

セスの確立」、「内部監査の品質管理」、「事

業目的に沿った監査計画の存在」といった

項目は、内部監査の成熟度を表す鍵となる

項目であると考えられる。これらも参考に、

内部監査の機能向上に向けての次なる課題

抽出に役立てていただきたい。

○重要なことは、各社が自ら置かれた環境の

中で自社にとって足りないところや課題を

見つけ対応することであり、これにより内

部監査の機能を「実態面で」、「継続的に」

改善させていく努力が肝要である。またこ

の際、平均点との比較にとどまらず、内部

監査のベストプラクティスを意識しつつ対

応していく視点も重要である。
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□調査結果
調査結果は、次の３つのパートで分析した。

〔１〕平均点分析

〔２〕標準偏差分析

〔３〕内部監査の成熟度を表す項目の特定

〔１〕平均点分析

１．項目別

アンケート各項目の成熟度レベル０～５に

十分な整合性があるわけではなく、項目の

「平均点」の分析には一定の限界があること

を認識しつつも、おおよその傾向を把握する

目的で分析を行った。

図表１のとおり、平均点の高い項目は、独

立性、指摘・勧告等への対応状況、予算や監

査の網羅性の確保等、全社的な内部監査体制

の整備に係る項目が多くなっている。我が国

においても、内部監査の組織作りが着実に進

展していることがうかがえる。

一方、平均点の低い項目を見てみると、外

部の第三者による内部監査の品質評価、継続

的モニタリング／監査、監査支援ソフトの導
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No

201

101

203

109

105

202

106

110

409

質問項目

被監査部門との関係における内部
監査人の精神的な独立性

内部監査の独立性

内部監査による指摘・勧告等への
対応状況

十分な予算の確保

監査対象の網羅性

内部監査への期待、及び監査への
対応

内部監査部門長の役割と責任の明
確化

社内情報へのアクセス権

監査のフォローアップ

全体

平均点

4.06

3.87

3.66

3.49

3.39

3.34

3.29

3.26

3.18

＜図表１＞

404

401

104

103

107

301

302

406

102

411

403

410

402

417

304

407

419

204

405

412

418

108

205

408

414

413

416

303

415

適時適切な監査対象の選定

内部監査プロセスの確立

経営者の指導力及び内部監査への
サポート

経営者とのコミュニケーション

内部監査に必要な十分な人材の確
保

監査役との連係

監査役監査の支援、補完

業務に合わせた監査手法の設定

事業目的に沿った監査計画の存在

内部監査の人材育成と継続的教育

リスクアプローチに基づく監査計
画の策定

ＩＴ内部監査の実施

リスクアセスメントプロセスの確立

他のリスク管理部門等との協働

外部監査人との連係

協働チームによる監査の実施

内部監査人の社外活動、資格取得
の支援

内部監査のコンサルティング機能
への期待

ＣＳＡの活用

内部監査のパフォーマンスに関す
る被監査部門からのフィードバッ
ク

ＥＲＭ活動への関与

人事的なキャリアパスとローテー
ション

内部監査の情報発信への期待

アウトソースの活用

監査支援ソフトの活用

内部監査の品質管理

継続的モニタリング／監査の仕組
みの導入

監査役業務の自己評価の支援・補
完

外部の第三者による内部監査の品
質評価

全体

3.04

2.98

2.86

2.80

2.74

2.73

2.37

2.31

2.30

2.19

2.07

1.94

1.79

1.78

1.75

1.75

1.66

1.60

1.53

1.44

1.37

1.36

1.31

1.24

0.96

0.92

0.68

0.58

0.57

2.20



入等比較的新しい課題が並んでおり、これら

の項目はこれからの課題と見られる。

これを「取締役会・経営者」、「被監査部門」、

「監査役・外部監査人」、「内部監査部門」の

カテゴリー別に見ると、図表２のとおりであ

る。全社的な体制整備が進む一方で、比較的

新しい項目も盛り込んだ「内部監査部門」の

平均点が低くなっている。

２．属性別分析

� 業種別

業種別に平均点の分布を見ると図表３のと

おりである。

製造業（素材）、製造業（加工）、非製造業

に比べ、金融保険の平均点が高いことが読み

とれる。平均点が高い項目は、「ＩＴ内部監

査の実施」、「アウトソースの活用」、「内部監

査の品質管理」、「経営者の指導力及び内部監

査へのサポート」といった、内部監査部門に

おける体制整備の項目で平均を大きく上回っ

ていることがわかる。金融検査マニュアルへ

の対応等により、内部監査部門内での体制整

備が進んでいるものと思われる。一方、「監
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＜図表２＞

カテゴリー

取締役会・経営者

被監査部門

監査役・外部監査人

内部監査部門

平均点

2.94

2.79

1.87

2.38

No

201

101

203

109

105

202

106

110

409

404

401

104

103

107

301

302

406

102

411

403

410

質問項目

被監査部門との関係における内部監査人の精神的
な独立性

内部監査の独立性

内部監査による指摘・勧告等への対応状況

十分な予算の確保

監査対象の網羅性

内部監査への期待、及び監査への対応

内部監査部門長の役割と責任の明確化

社内情報へのアクセス権

監査のフォローアップ

適時適切な監査対象の選定

内部監査プロセスの確立

経営者の指導力及び内部監査へのサポート

経営者とのコミュニケーション

内部監査に必要な十分な人材の確保

監査役との連係

監査役監査の支援、補完

業務に合わせた監査手法の設定

事業目的に沿った監査計画の存在

内部監査の人材育成と継続的教育

リスクアプローチに基づく監査計画の策定

ＩＴ内部監査の実施

その他

12社

4.18

3.91

3.91

4.09

3.45

3.55

3.18

4.00

3.73

3.91

3.36

3.82

3.36

2.55

3.64

3.27

3.00

2.91

3.00

2.27

1.36

金融
保険
24社

4.17

4.25

4.42

3.75

4.17

3.71

3.67

4.08

4.17

3.75

3.58

3.92

3.71

3.74

2.27

2.16

3.08

3.08

2.50

3.38

3.58

非
製造業
35社

3.78

3.53

3.53

3.53

3.28

3.22

3.06

3.03

3.06

2.89

2.67

2.36

2.61

2.36

2.61

2.25

1.94

2.00

1.75

1.83

1.61

製造業
（加工）
49社

4.20

3.86

3.57

3.37

3.27

3.33

3.22

2.86

2.96

2.76

2.90

2.65

2.48

2.76

2.71

2.39

2.18

2.19

2.37

1.71

1.69

製造業
（素材）
20社

4.00

4.05

3.05

3.05

2.95

3.00

3.45

3.25

2.45

2.70

2.80

2.50

2.50

2.30

3.05

2.30

1.95

1.85

1.75

1.70

1.50

全体
平均点
140社

4.06

3.87

3.66

3.49

3.39

3.34

3.29

3.26

3.18

3.04

2.98

2.86

2.80

2.74

2.73

2.37

2.31

2.30

2.19

2.07

1.94

＜図表３＞



査役との連係」、「監査役監査の支援・補完」

の項目では全体平均を下回っていることが特

徴的である。

� 企業規模別

資本金、従業員の多寡による平均点の分析

結果は図表４のとおりである。一部例外はあ

るものの、全体としては企業規模が大きいほ

ど、平均点が高いという傾向が見てとれる。

� 公認内部監査人（注）の人数による

分析

公認内部監査人（ＣＩＡ）の数と平均点と

の関係は図表５のとおりである。これもおお

むね正の相関が見てとれる。

（注）公認内部監査人とは、企業の内部監査

業務に関わる知識・技能を証明する米国

資格。

３．地域別分析

今回のアンケート回答数140社のうち、東

京が103社、大阪が37社。東西比較の結果は

図表６のとおりである。

平均点で見ると東京が大阪を上回ってい
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402

417

304

407

419

204

405

412

418

108

205

408

414

413

416

303

415

リスクアセスメントプロセスの確立

他のリスク管理部門等との協働

外部監査人との連係

協働チームによる監査の実施

内部監査人の社外活動、資格取得の支援

内部監査のコンサルティング機能への期待

ＣＳＡの活用

内部監査のパフォーマンスに関する被監査部門か
らのフィードバック

ＥＲＭ活動への関与

人事的なキャリアパスとローテーション

内部監査の情報発信への期待

アウトソースの活用

監査支援ソフトの活用

内部監査の品質管理

継続的モニタリング／監査の仕組みの導入

監査役業務の自己評価の支援・補完

外部の第三者による内部監査の品質評価

全体

2.00

2.18

1.91

2.84

1.97

2.27

2.00

1.73

1.65

1.27

2.09

1.27

0.36

1.09

1.36

1.55

0.73

2.60

2.88

2.58

2.16

2.72

2.42

2.00

2.13

2.33

1.62

2.04

1.88

2.64

2.21

2.29

1.63

0.59

1.63

2.80

1.69

1.53

1.75

1.48

1.64

1.36

1.31

1.28

1.21

1.17

1.19

1.17

0.75

0.61

0.44

0.57

0.47

2.00

1.45

1.57

1.51

1.32

1.51

1.53

1.50

1.06

1.45

1.16

0.98

0.63

0.71

0.61

0.43

0.28

0.24

2.00

1.35

1.55

1.80

1.54

1.00

1.35

1.05

1.40

1.02

1.40

1.25

1.20

0.75

0.50

0.20

0.78

0.20

2.00

1.79

1.78

1.75

1.75

1.66

1.60

1.53

1.44

1.37

1.36

1.31

1.24

0.96

0.92

0.68

0.58

0.57

2.20

＜図表５＞

ＣＩＡの人数

０人

～２人

～５人

～10人

10人以上

平均点

2.0

2.1

2.4

3.6

3.2

＜図表４＞

資本金

～10億円

～50億円

～100億円

～50億円

～1,000億円

～5,000億円

5,000億円以上

平均点

2.3

1.9

2.0

2.1

2.3

2.8

3.4

従業員

～500人

～1,000人

～3,000人

～5,000人

～10,000人

～50,000人

50,000以上

平均点

2.1

2.0

2.2

1.8

2.5

2.5

2.6
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No

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

201

202

203

204

205

301

302

303

304

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

質問項目

内部監査の独立性

事業目的に沿った監査計画の存在

経営者とのコミュニケーション

経営者の指導力及び内部監査へのサポート

監査対象の網羅性

内部監査部門長の役割と責任の明確化

内部監査に必要な十分な人材の確保

人事的なキャリアパスとローテーション

十分な予算の確保

社内情報へのアクセス権

被監査部門との関係における内部監査人の精神的な独立性

内部監査への期待、及び監査への対応

内部監査による指摘・勧告等への対応状況

内部監査のコンサルティング機能への期待

内部監査の情報発信への期待

監査役との連係

監査役監査の支援、補完

監査役業務の自己評価支援、補完

外部監査人との連係

内部監査プロセスの確立

リスクアセスメントプロセスの確立

リスクアプローチに基づく監査計画の策定

適時適切な監査対象の選定

ＣＳＡの活用

業務に合わせた監査手法の設定

協働チームによる監査の実施

アウトソースの活用

監査のフォローアップ

ＩＴ内部監査の実施

内部監査の人材育成と継続的教育

内部監査のパフォーマンスに関する被監査部門からのフィードバック

内部監査の品質管理

監査支援ソフトの活用

外部の第三者による内部監査の品質評価

継続的モニタリング／監査の仕組みの導入

他のリスク管理部門等との協働

ＥＲＭ活動への関与

内部監査人の社外活動、資格取得の支援

全体

差異

－0.41

－0.45

－0.53

－0.66

－0.35

－0.02

－0.24

0.14

－0.37

－0.28

－0.15

0.09

－0.20

0.18

－0.21

0.14

0.38

0.23

0.00

－0.19

－0.23

－0.28

－0.21

0.30

－0.09

－0.14

－0.52

－0.43

－0.62

－0.04

－0.59

－0.37

0.13

－0.59

－0.23

－0.14

－0.20

－0.50

－0.18

大阪
平均点

3.57

1.97

2.41

2.38

3.14

3.27

2.57

1.46

3.22

3.05

3.95

3.41

3.51

1.73

1.16

2.84

2.65

0.75

1.76

2.84

1.62

1.86

2.89

1.76

2.24

1.65

0.86

2.86

1.49

2.16

1.00

0.65

1.05

0.14

0.51

1.68

1.22

1.30

2.07

東京
平均点

3.98

2.42

2.94

3.04

3.49

3.29

2.80

1.32

3.58

3.33

4.10

3.31

3.71

1.55

1.37

2.69

2.27

0.52

1.75

3.03

1.85

2.15

3.10

1.45

2.33

1.79

1.38

3.29

2.11

2.21

1.59

1.02

0.92

0.72

0.74

1.81

1.42

1.79

2.25

＜図表６＞



る。特筆すべきは、監査役関連の項目はすべ

て大阪が東京を上回っている点である。要因

までは分析できなかったが、興味深いデータ

といえる。逆に東京が上回っている点が高い

項目は、「経営者の指導力及び内部監査への

サポート」、「ＩＴ内部監査の実施」である。

〔２〕標準偏差分析

項目別に対応の良否のバラツキを把握する

ため、標準偏差分析を行った。これを行うに

当たり、平均点分析と組み合わせ、以下の４

象限による分析とした（図表７）。

今回のアンケート結果の平均点と標準偏差

（図表８－２）をこのマトリックスに当ては

めると図表８－１のとおりである。

① 第一象限（総じて対応できているが、で

きていない会社がある）

特徴的なのは「経営者の指導力及び内部監

査へのサポート」である。内部監査の機能発
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＜図表７＞

標準偏差�

平均点�
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総じて対応できているが�
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総じて対応できていない�
ができている会社もある�

第一象限�

第二象限�

総じて対応できておりそ�
のバラツキも小さい�

総じて対応できておらず�
そのバラツキも小さい�

第三象限�

第四象限�

＜図表８－１＞
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205

301
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404

405

406
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410
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413414

415416
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418
419

経営者の指導力及び�
内部監査へのサポート�

ＩＴ内部監査の実施�

アウトソースの�
活用�

内部監査人の社外活動、�
資格取得の支援�

内部監査のコンサルティング機能�
への期待�

ＥＲＭ活動への関与�

継続的モニタリング／�
監査の仕組みの導入�

外部の第三者による�
内部監査の品質評価�

被監査部門との関係における�
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内部監査の期待及び�
監査の対応�

内部監査の指摘・勧告等への�
対応状況�

監査役業務の自己評価支援、�
補完�
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No

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

201

202

203

204

205

301

302

303

304

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

質問項目

内部監査の独立性

事業目的に沿った監査計画の存在

経営者とのコミュニケーション

経営者の指導力及び内部監査へのサポート

監査対象の網羅性

内部監査部門長の役割と責任の明確化

内部監査に必要な十分な人材の確保

人事的なキャリアパスとローテーション

十分な予算の確保

社内情報へのアクセス権

被監査部門との関係における内部監査人の精神的な独立性

内部監査への期待、及び監査への対応

内部監査による指摘・勧告等への対応状況

内部監査のコンサルティング機能への期待

内部監査の情報発信への期待

監査役との連係

監査役監査の支援、補完

監査役業務の自己評価支援、補完

外部監査人との連係

内部監査プロセスの確立

リスクアセスメントプロセスの確立

リスクアプローチに基づく監査計画の策定

適時適切な監査対象の選定

ＣＳＡの活用

業務に合わせた監査手法の設定

協働チームによる監査の実施

アウトソースの活用

監査のフォローアップ

ＩＴ内部監査の実施

内部監査の人材育成と継続的教育

内部監査のパフォーマンスに関する被監査部門からのフィードバック

内部監査の品質管理

監査支援ソフトの活用

外部の第三者による内部監査の品質評価

継続的モニタリング／監査の仕組みの導入

他のリスク管理部門等との協働

ＥＲＭ活動への関与

内部監査人の社外活動、資格取得の支援

標準偏差

1.2 

1.5 

1.5 

1.6 

1.0 

1.0 

1.3 

1.3 

1.2 

1.4 

0.9 

0.8 

0.9 

1.1 

1.4 

1.1 

1.5 

1.0 

1.5 

1.1 

1.5 

1.5 

1.2 

1.6 

1.4 

1.4 

1.7 

1.5 

1.7 

1.3 

1.5 

1.5 

1.5 

1.3 

1.2 

1.4 

1.1 

1.6 

平均点

3.9

2.3

2.8

2.9

3.4

3.3

2.7

1.4

3.5

3.3

4.1

3.3

3.7

1.6

1.3

2.7

2.4

0.6

1.8

3.0

1.8

2.1

3.0

1.5

2.3

1.8

1.2

3.2

1.9

2.2

1.4

0.9

1.0

0.6

0.7

1.8

1.4

1.7

＜図表８－２＞　
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揮は経営者の意向によるといわれることも多

く、経営者のコンスタントなサポートが求め

られる。

② 第二象限（総じて対応できていないが、

できている会社もある）

「ＩＴ内部監査の実施」、「アウトソースの

活用」、「内部監査人の社外活動、資格取得の

支援」は全38項目中、出来／不出来のバラツ

キの最も大きい３項目。内部監査部門として

は、他社事例等も参考にしながら機能向上に

努めていくことが望まれる。

③ 第三象限（総じて対応できておらず、そ

のバラツキも小さい）

「監査役業務の自己評価支援、補完」、「内

部監査のコンサルティング機能への期待」、

「ＥＲＭ活動への関与」、「継続的モニタリン

グ／監査の仕組みの導入」、「外部の第三者に

よる内部監査の品質評価」など、比較的新し

い課題が並んでおり、これからの課題といえ

る分野である。

④ 第四象限（総じて対応できており、その

バラツキも小さい）

「内部監査への期待及び監査への対応」、

「被監査部門との関係における内部監査人の

精神的な独立性」、「内部監査による指摘・勧

告等への対応状況」など、もしこれらの項目

でできていない項目があれば、早急に手を打

つことが望まれる。

〔３〕内部監査の成熟度を表す項
目の特定

アンケート項目38項目の中から、「内部監

査の成熟度」を表す項目は何なのかを特定す

るため、当研究会として以下の分析を試みた。

第一に、「相関分析」である。手順は以下

のとおりである。

全38項目について、ある項目に対する０～

５の回答と当該他の項目に対する０～５の回

答との間の相関係数をとる。各項目において、

他の37項目との間の相関係数が計算される

が、一定の相関係数を上回る項目数を数え上

げた。

これは「たくさんの項目と相関があれば、

成熟度を表す項目となるのではないか」との

仮説に基づくものである。

第二に、「主成分分析」である。

当研究会としては、本アンケートの38項目

が「全体として」内部監査の成熟度を表すと

考えているので、これを前提として主成分分

析を行った。

この結果、第一主成分の寄与率（全情報量

のうち、該当する主成分が占める情報の量）

は0.399と、第二主成分の寄与率0.050と比べ

て格段に大きく、第一主成分が「内部監査の

成熟度」を表す主成分ではないかと考える。

そこで、第一主成分と各項目との相関係数

である因子負荷量を計算し、38項目のうち、

どの質問項目が「内部監査の成熟度」に寄与

している項目であるかを調査した。

その上で、如上２つの分析結果を比較し、

「内部監査の成熟度」を表す項目の特定を試

みた。

１．相関分析

相関係数が0.5以上の比較的高い相関を示す

項目数は図表９のとおりである。

「リスクアセスメントプロセスの確立」、

「内部監査の品質管理」、「事業目的に沿った

監査計画の存在」、「内部監査プロセスの確

立」、「適時適切な監査対象の選定」といった

項目となる。

主成分分析とは、相関関係にある複数

の要因を圧縮し、総合的な評価や特性を

分析する手法である。例えば、営業利益

率、自己資本比率、売上高成長率、流動

比率という４つの要素から企業の総合的

評価を行うといった分析手法である。



２．主成分分析

第一主成分との相関係数は図表10のとおり

である。

第一主成分との相関係数が高い項目は「リ

スクアセスメントプロセスの確立」、「内部監

査の品質管理」、「事業目的に沿った監査計画

の存在」といった項目になる。
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203

301

419

101

110

201

202

302

303

418

内部監査による指摘・勧告等への
対応状況

監査役との連係

内部監査人の社外活動、資格取得
の支援

内部監査の独立性

社内情報へのアクセス権

被監査部門との関係における内部
監査人の精神的な独立性

内部監査への期待、及び監査への
対応

監査役監査の支援、補完

監査役業務の自己評価支援、補完

ＥＲＭ活動への関与

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

No.

402

413

102

406

411

205

401

107

103

403

質問項目

リスクアセスメントプロセスの
確立

内部監査の品質管理

事業目的に沿った監査計画の存
在

業務に合わせた監査手法の設定

内部監査の人材育成と継続的教
育

内部監査の情報発信への期待

内部監査プロセスの確立

内部監査に必要な十分な人材の
確保

経営者とのコミュニケーション

リスクアプローチに基づく監査
計画の策定

第１主成
分との相
関係数

0.810

0.750

0.728

0.726

0.725

0.725

0.720

0.715

0.713

0.711

＜図表10＞

No

402

413

102

401

404

205

403

411

107

103

406

416

412

414

417

104

108

407

409

410

204

304

405

105

408

415

106

109

質問項目

リスクアセスメントプロセスの確
立

内部監査の品質管理

事業目的に沿った監査計画の存在

内部監査プロセスの確立

適時適切な監査対象の選定

内部監査の情報発信への期待

リスクアプローチに基づく監査計
画の策定

内部監査の人材育成と継続的教育

内部監査に必要な十分な人材の確
保

経営者とのコミュニケーション

業務に合わせた監査手法の設定

継続的モニタリング／監査の仕組
みの導入

内部監査のパフォーマンスに関す
る被監査部門からのフィードバッ
ク

監査支援ソフトの活用

他のリスク管理部門等との協働

経営者の指導力及び内部監査への
サポート

人事的なキャリアパスとローテー
ション

協働チームによる監査の実施

監査のフォローアップ

ＩＴ内部監査の実施

内部監査のコンサルティング機能
への期待

外部監査人との連係

ＣＳＡの活用

監査対象の網羅性

アウトソースの活用

外部の第三者による内部監査の品
質評価

内部監査部門長の役割と責任の明
確化

十分な予算の確保

相関数

18

13

10

10

10

9

9

8

7

6

6

6

5

5

5

4

4

4

4

4

3

3

3

2

2

2

1

1

＜図表９＞



３．両者の比較と検討

両者を比較すると、上位３項目は「リスク

アセスメントプロセスの確立」、「内部監査の

品質管理」、「事業目的に沿った監査計画の存

在」であり、全く同一の項目となった。

また、相関分析の上位15項目をキーとする

と、そのうち13項目までが主成分分析の上位

15項目となっており、ほぼ同じ項目であるこ

とがわかる。

したがって、これらの項目が「内部監査の

成熟度」を特定する項目であると考えられる。

これらの項目の実態的な機能向上が、我が

国内部監査機能向上の鍵であるわけで、その

早急かつ着実な取り組みが求められるものと

考える。
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＜ＣＩＡフォーラム研究会No.４－Ａ（ガバナンス研究会監査役分科会）メンバー＞

（順不同・敬称略）

座　　長：塩見 之郎（公認内部監査人（ＣＩＡ））

メンバー：梅山 勉（ＣＩＡ）・金森 淳二（ＣＩＡ）・河邊 精一（ＣＩＡ）・木村 行成（ＣＩＡ）

・眞田 光昭（ＣＩＡ）・芹沢 清（ＣＩＡ）・高木 信二（ＣＩＡ）・高瀬 浩幸（ＣＩ

Ａ）・竹内 博史（ＣＩＡ）・高田 外次（ＣＩＡ）・塚田 寛（ＣＩＡ）・中村 正樹

（ＣＩＡ）・布村 秀夫（ＣＩＡ）・森居 達郎（ＣＩＡ）・矢島 博之（ＣＩＡ）・山本

邦博（ＣＩＡ）・吉本 康徳（ＣＩＡ）

202

101

201

109

302

301

303

418

の対応状況

内部監査への期待、及び監査への
対応

内部監査の独立性

被監査部門との関係における内部
監査人の精神的な独立性

十分な予算の確保

監査役監査の支援、補完

監査役との連係

監査役業務の自己評価支援、補完

ＥＲＭ活動への関与

0.537

0.522

0.519

0.513

0.464

0.443

0.381

0.363

404

417

416

104

304

405

108

410

409

204

407

415

412

408

105

106

110

414

419

203

適時適切な監査対象の選定

他のリスク管理部門等との協働

継続的モニタリング／監査の仕
組みの導入

経営者の指導力及び内部監査へ
のサポート

外部監査人との連係

ＣＳＡの活用

人事的なキャリアパスとローテ
ーション

ＩＴ内部監査の実施

監査のフォローアップ

内部監査のコンサルティング機
能への期待

協働チームによる監査の実施

外部の第三者による内部監査の
品質評価

内部監査のパフォーマンスに関
する被監査部門からのフィード
バック

アウトソースの活用

監査対象の網羅性

内部監査部門長の役割と責任の
明確化

社内情報へのアクセス権

監査支援ソフトの活用

内部監査人の社外活動、資格取
得の支援

内部監査による指摘・勧告等へ

0.708

0.683

0.679

0.677

0.676

0.669

0.665

0.654

0.644

0.637

0.637

0.633

0.626

0.615

0.609

0.579

0.569

0.560

0.548

0.544
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【資料集】

基本情報は次のとおりである。

＜図表１＞業種�

14%

35%26%

17%

8%
製造業�（�素材�）�
製造業�（�加工�）�
非製造業�
金融・保険�
その�他�

＜図表５＞内部監査部門の監査対象範囲�

74%

18%

8% 親会社に属し、自�
社及びグループ内�
の他社も含む�
単体会社の内部監�
査部門で対象範囲�
は自社のみ�
その他�

＜図表２＞資本金� ＜図表６＞公認内部監査人（ＣＩＡ）の人数�

12%

26%

11%28%

9%

12%
2% ～�10億円�

～�50億円�
～�100億円�
～�500億円�
～�1,000億円�
～�5,000億円�
5,000億円以上�

53%

29%

10%
4% 4%

0人�
～�2人�
～�5人�
～�10人�
10人以上�

＜図表７＞監査役スタッフ�＜図表３＞従業員数�

30%

11%

19%

9%

16%

11%
4%

～�500人�
～�1,000人�
～�3,000人�
～�5,000人�
～�10,000人�
～�50,000人�
50,000人�以上�

41%

26%

33%
専任でいる�

兼務している�

監査役スタッ�
フはいない�

＜図表８＞監査役体制�＜図表４＞内部監査部門を管掌している役員・�

　　　　　委員会�

63%

1%

31%

5%

ＣＥＯ�

監査委員会�

その他�

内部監査部門�
は存在しない�

5%

70%

25% 監査委員会設�
置会社�
監査役会設置�
会社�
監査役�
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（
１
）
取
締
役
会
、
経
営
者

10
1

10
2

10
3

ア
ン
ケ
ー
ト
内
容

設
問
の
狙
い

＜
内

部
監

査
の

独
立

性
＞

内
部

監
査

部
門

の
目

的
、

権
限

、
責

任
等

は
「

内
部

監
査

の
専

門
職

的
実

施
の

国
際

基
準

」
で

は
、

同
基

準
に

適
合

す
る

と
と

も
に

取
締

役
会

で
承

認
さ

れ
た

基
本

規
程

に
お

い
て

定
義

さ
れ

る
と

さ
れ

て
い

ま
す

。
実

際
の

運
営

に
お

い
て

も
、

被
監

査
部

門
や

そ
の

関
係

者
か

ら
の

干
渉

や
介

入
は

排
除

さ
れ

て
い

な
け

れ
ば

な
り

ま
せ

ん
。

＜
事

業
目

的
に

沿
っ

た
監

査
計

画
の

存
在

＞
内

部
監

査
部

門
の

監
査

活
動

は
、

経
営

者
に

よ
っ

て
策

定
さ

れ
た

経
営

戦
略

に
基

づ
き

、
事

業
目

的
の

達
成

を
支

援
す

る
形

で
実

施
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
求

め
ら

れ
ま

す
。

＜
経

営
者

と
の

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
＞

内
部

監
査

部
門

と
経

営
者

と
の

間
に

お
い

て
双

方
が

積
極

的
に

連
係

す
る

こ
と

が
求

め
ら

れ
て

い
ま

す
。

個
々
の
評
価
内
容

初
期
段
階
／
そ
の
場
対
応

レ
ベ
ル
１

定
め
ら
れ
た
プ
ロ
セ
ス
が
あ
る

レ
ベ
ル
３

最
適
化
さ
れ
て
い
る

レ
ベ
ル
５

内
部

監
査

規
程

の
内

容
が

内
部

監
査

の
独

立
性

を
保

証
し

、
ま

た
経

営
会

議
や

取
締

役
会

で
承

認
さ

れ
て

い
る

か
。

内
部

監
査

部
門

の
監

査
活

動
が

ど
れ

だ
け

会
社

の
経

営
戦

略
を

反
映

し
、

更
に

内
部

監
査

活
動

は
会

社
の

経
営

戦
略

に
ど

れ
だ

け
影

響
を

与
え

て
い

る
か

。

内
部

監
査

部
門

と
経

営
者

と
の

連
係

の
内

容
・

方
法

・
頻

度
は

必
要

に
し

て
十

分
か

。

内
部

監
査

規
程

は
あ

る
が

、
同

規
程

は
業

務
の

実
施

規
程

に
偏

り
、

内
部

監
査

部
門

の
目

的
、

権
限

、
責

任
及

び
業

績
等

に
つ

い
て

の
取

締
役

会
及

び
経

営
者

へ
報

告
す

る
こ

と
な

ど
を

定
め

た
規

程
と

な
っ

て
い

な
い

。
被

監
査

部
門

に
よ

っ
て

は
、

監
査

結
果

等
へ

の
干

渉
や

介
入

が
皆

無
で

は
な

い
。

内
部

監
査

部
門

は
、

各
業

務
部

門
か

ら
業

務
計

画
等

を
取

り
よ

せ
、

こ
れ

を
検

証
し

た
上

で
監

査
計

画
を

策
定

す
る

。
こ

の
限

り
に

お
い

て
監

査
計

画
は

事
業

目
的

に
沿

っ
て

い
る

と
い

え
る

。

必
要

に
応

じ
て

意
見

・
情

報
交

換
を

実
施

し
、

経
営

者
か

ら
内

部
監

査
部

門
（

長
）

に
対

し
て

指
示

・
照

会
が

あ
る

、
あ

る
い

は
内

部
監

査
部

門
（

長
）

か
ら

経
営

者
に

対
し

て
要

望
・

照
会

を
行

っ
て

い
る

。

内
部

監
査

部
門

が
、

内
部

監
査

部
門

の
目

的
、

権
限

、
責

任
及

び
業

績
等

に
つ

い
て

、
定

期
的

に
取

締
役

会
及

び
経

営
者

へ
報

告
す

る
こ

と
な

ど
を

定
め

た
内

部
監

査
規

程
が

あ
り

、
当

該
規

程
の

制
定

及
び

改
廃

に
経

営
会

議
や

取
締

役
会

等
決

裁
機

関
が

関
与

す
る

プ
ロ

セ
ス

が
あ

る
。

内
部

監
査

部
門

の
事

業
計

画
等

の
事

後
の

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

に
加

え
、

組
織

の
重

要
な

事
業

戦
略

に
つ

い
て

は
、

オ
ブ

ザ
ー

バ
ー

と
し

て
参

加
し

、
内

部
監

査
部

門
の

活
動

は
組

織
の

経
営

戦
略

に
（

内
部

監
査

の
独

立
性

を
阻

害
し

な
い

形
で

）
一

定
の

影
響

を
与

え
て

い
る

。

社
内

規
定

等
に

基
づ

き
、

月
次

・
四

半
期

等
定

期
的

に
会

合
を

開
催

し
て

意
見

・
情

報
交

換
を

実
施

し
、

経
営

者
か

ら
指

示
・

照
会

、
あ

る
い

は
経

営
者

に
対

し
て

要
望

・
照

会
を

行
っ

て
い

る
。

内
部

監
査

部
門

が
、

内
部

監
査

部
門

の
目

的
、

権
限

、
責

任
及

び
業

績
等

に
つ

い
て

、
定

期
的

に
取

締
役

会
及

び
経

営
者

へ
報

告
す

る
こ

と
な

ど
を

定
め

た
内

部
監

査
規

程
が

あ
る

。
当

該
規

程
の

制
定

及
び

改
廃

権
限

は
取

締
役

会
に

あ
り

業
務

の
実

施
に

当
た

り
独

立
性

が
確

保
さ

れ
て

い
る

。
組

織
も

内
部

監
査

部
門

の
独

立
性

を
尊

重
し

て
お

り
、

実
際

の
運

営
に

お
い

て
も

内
部

監
査

へ
の

干
渉

や
介

入
は

皆
無

で
あ

る
。

内
部

監
査

部
門

に
よ

る
、

経
営

戦
略

の
事

後
的

、
事

前
の

検
証

に
よ

っ
て

、
組

織
の

事
業

目
的

に
沿

っ
た

形
で

監
査

計
画

が
立

て
ら

れ
、

更
に

期
中

に
お

い
て

も
、

適
時

に
そ

の
監

査
計

画
が

見
直

さ
れ

た
上

で
、

監
査

が
実

施
さ

れ
て

い
る

。
監

査
活

動
の

結
果

は
経

営
者

に
よ

り
次

回
の

経
営

戦
略

の
策

定
に

お
い

て
活

用
さ

れ
て

い
る

。
社

内
規

定
等

に
基

づ
き

、
月

次
・

四
半

期
等

定
期

的
に

会
合

を
開

催
し

て
、

あ
る

い
は

必
要

が
あ

る
場

合
に

は
随

時
に

、
年

間
監

査
計

画
等

に
則

っ
た

内
部

監
査

活
動

に
関

し
て

具
体

的
な

意
見

・
情

報
交

換
を

実
施

し
、

必
要

な
場

合
は

そ
の

記
録

を
残

し
た

り
、

別
途

適
切

な
メ

ン
バ

ー
に

よ
る

会
合

を
開

催
し

た
り

し
て

、
継

続
的

に
代

表
取

締
役

・
取

締
役

会
と

内
部

監
査

部
門

と
の

連
係

を
維

持
・

強
化

し
て

い

存
在
し
な
い

レ
ベ
ル
０

内
部

監
査

規
程

が
な

い
。

内
部

監
査

部
門

が
経

営
戦

略
に

基
づ

い
た

監
査

活
動

を
行

っ
て

い
な

い
。

内
部

監
査

部
門

と
経

営
者

と
の

間
で

連
係

が
行

わ
れ

て
い

な
い

。

自
社

評
価
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設
問
の
狙
い

個
々
の
評
価
内
容

初
期
段
階
／
そ
の
場
対
応

レ
ベ
ル
１

定
め
ら
れ
た
プ
ロ
セ
ス
が
あ
る

レ
ベ
ル
３

最
適
化
さ
れ
て
い
る

レ
ベ
ル
５

存
在
し
な
い

レ
ベ
ル
０

自
社

評
価

10
4

10
5

10
6

＜
経

営
者

の
指

導
力

及
び

内
部

監
査

へ
の

サ
ポ

ー
ト

＞
経

営
者

は
内

部
統

制
を

整
備

・
運

用
す

る
役

割
を

有
し

て
い

ま
す

。
こ

の
役

割
を

達
成

す
る

た
め

に
経

営
者

は
内

部
監

査
部

門
の

機
能

を
有

効
に

活
用

す
る

こ
と

が
求

め
ら

れ
て

い
ま

す
。

＜
監

査
対

象
の

網
羅

性
＞

通
常

、
内

部
監

査
の

対
象

は
、
社

内
「

全
」

業
務

と
定

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

が
多

い
の

で
す

が
、

そ
れ

が
運

用
上

も
担

保
さ

れ
、

実
施

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

重
要

で
す

。

＜
内

部
監

査
部

門
長

の
役

割
と

責
任

の
明

確
化

＞
有

効
な

内
部

監
査

業
務

の
継

続
的

活
動

に
は

、
監

督
者

と
し

て
の

内
部

監
査

部
門

長
の

職
務

責
任

と
指

導
的

な
役

割
が

重
要

で
あ

り
、

Ｉ
Ｉ

Ａ
の

実
施

基
準

も
内

部
監

査
部

門
長

の
役

割
と

ベ

定
期

的
に

内
部

監
査

報
告

を
議

論
す

る
場

と
し

て
経

営
会

議
等

が
設

置
さ

れ
、

経
営

者
自

ら
が

議
論

・
検

討
・

是
正

措
置

を
講

じ
て

い
る

か
。

形
式

的
な

定
め

を
超

え
た

部
分

で
の

実
質

的
な

内
部

監
査

の
業

務
範

囲
は

必
要

に
し

て
十

分
か

。ま
た

、
組

織
内

に
そ

の
認

識
が

浸
透

し
て

い
る

か
。

内
部

監
査

部
門

部
門

長
の

職
務

責
任

と
役

割
が

、
明

確
で

あ
り

、
実

行
さ

れ
て

い
る

か
。

経
営

ト
ッ

プ
自

身
の

関
心

事
に

つ
い

て
個

別
に

質
問

や
指

示
を

行
う

こ
と

は
あ

る
が

、
内

部
監

査
報

告
を

定
期

的
に

経
営

陣
が

議
論

す
る

経
営

会
議

な
ど

は
設

置
さ

れ
て

い
な

い
。

内
部

監
査

規
程

等
で

業
務

範
囲

の
制

限
な

い
こ

と
が

明
示

さ
れ

て
い

る
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
監

査
資

源
（

要
員

・
ス

キ
ル

・
予

算
等

）
の

制
約

、
被

監
査

部
門

と
の

力
関

係
な

ど
か

ら
、

監
査

対
象

と
し

た
こ

と
の

な
い

重
要

な
業

務
が

多
数

存
在

す
る

。

専
任

の
内

部
監

査
部

門
長

が
い

な
い

。
他

の
ラ

イ
ン

業
務

の
責

任
者

に
よ

る
兼

務
で

あ
る

。

定
期

的
に

内
部

監
査

報
告

を
議

論
す

る
経

営
会

議
な

ど
の

会
議

体
が

あ
る

。
た

だ
し

、
経

営
会

議
等

の
場

で
内

部
監

査
報

告
の

重
要

事
項

に
つ

い
て

経
営

陣
が

積
極

的
に

議
論

・
検

討
し

て
お

ら
ず

、
講

じ
た

是
正

措
置

等
ま

で
確

認
し

て
い

な
い

の
で

会
議

が
活

性
化

し
て

い
な

い
。

内
部

監
査

規
程

等
で

業
務

範
囲

の
制

限
な

い
こ

と
が

明
示

さ
れ

て
い

る
が

、
監

査
資

源
（

要
員

・
ス

キ
ル

・
予

算
等

）
の

制
約

、
被

監
査

部
門

と
の

力
関

係
な

ど
か

ら
、

一
部

内
部

監
査

の
対

象
と

し
た

こ
と

の
な

い
分

野
が

存
在

す
る

。

専
任

の
内

部
監

査
部

門
長

が
お

り
、

職
務

責
任

が
定

め
ら

れ
て

い
る

。
取

締
役

会
や

社
長

が
承

認
し

た
監

査
方

針
と

年
度

監
査

計
画

を
作

成
し

監
査

業
務

を
行

っ
て

い
る

。

る
。

定
期

的
に

内
部

監
査

報
告

を
議

論
す

る
経

営
会

議
な

ど
の

会
議

体
が

設
置

さ
れ

て
い

る
。

そ
の

運
営

プ
ロ

セ
ス

は
経

営
者

及
び

内
部

監
査

部
門

長
の

協
議

に
よ

り
確

立
し

て
お

り
、

経
営

陣
が

議
論

・
検

討
・

是
正

措
置

を
講

ず
る

こ
と

が
実

施
さ

れ
て

い
る

。
た

と
え

ば
経

営
ト

ッ
プ

が
経

営
会

議
で

、
是

正
勧

告
を

受
け

た
部

門
の

担
当

役
員

に
対

応
方

針
の

説
明

を
求

め
る

、
あ

る
い

は
是

正
す

べ
き

点
に

つ
い

て
見

直
し

を
要

請
す

る
な

ど
指

示
が

明
確

で
あ

る
。

な
お

、
内

部
監

査
は

そ
の

属
性

か
ら

し
て

、
被

監
査

部
門

か
ら

批
判

を
受

け
や

す
い

こ
と

を
経

営
ト

ッ
プ

が
理

解
し

て
お

り
、

必
要

に
応

じ
内

部
監

査
機

能
を

サ
ポ

ー
ト

し
て

い
る

。
内

部
監

査
部

門
で

監
査

対
象

の
網

羅
性

を
確

保
す

る
た

め
の

リ
ス

ク
ア

セ
ス

メ
ン

ト
の

プ
ロ

セ
ス

が
確

立
し

て
い

る
。

Ｉ
Ｔ

分
野

や
グ

ル
ー

プ
会

社
も

含
め

て
あ

ら
ゆ

る
部

門
や

機
能

が
す

べ
て

監
査

対
象

と
し

て
カ

バ
ー

さ
れ

て
い

る
。人

事
、

不
祥

事
故

調
査

機
能

は
じ

め
、

合
併

・
提

携
・

出
資

と
い

っ
た

異
例

事
態

に
か

か
る

経
営

判
断

プ
ロ

セ
ス

も
監

査
対

象
と

な
っ

て
い

る
。

執
行

役
員

あ
る

い
は

同
等

ク
ラ

ス
以

上
の

経
営

管
理

者
の

内
部

監
査

部
門

長
が

専
任

さ
れ

て
い

る
。

内
部

監
査

部
門

長
は

、
必

要
な

知
識

と
見

識
が

あ
り

、
内

部
監

査
の

実
務

に
明

る
い

上
、

世
界

・
業

界
の

ベ
ス

ト
プ

ラ
ク

テ
ィ

ス
を

理
解

経
営

者
は

内
部

監
査

報
告

や
内

部
監

査
機

能
の

有
効

活
用

に
関

心
が

低
い

。

内
部

監
査

規
程

等
で

業
務

範
囲

の
網

羅
性

が
担

保
さ

れ
て

い
な

い
。

内
部

監
査

部
門

長
は

い
な

い
。
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10
7

10
8

10
9

11
0

（
２
）
被
監
査
部
門

20
1

ス
ト

プ
ラ

ク
テ

ィ
ス

を
定

め
て

い
ま

す
。

＜
内

部
監

査
に

必
要

な
十

分
な

人
材

の
確

保
＞

内
部

監
査

部
門

の
監

査
に

必
要

な
人

材
が

質
・

量
と

も
に

確
保

さ
れ

て
い

る
か

。
必

要
に

応
じ

不
足

人
材

の
補

充
・

補
完

等
の

手
続

が
整

備
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
重

要
で

す
。

＜
人

事
的

な
キ

ャ
リ

ア
パ

ス
と

ロ
ー

テ
ー

シ
ョ

ン
＞

内
部

監
査

部
門

が
幹

部
候

補
生

養
成

の
た

め
の

重
要

な
部

署
の

１
つ

で
あ

る
こ

と
の

認
識

が
経

営
者

や
人

事
部

門
に

あ
り

、
実

際
に

そ
の

よ
う

に
運

用
さ

れ
、

組
織

の
中

で
も

そ
の

よ
う

に
認

識
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
重

要
で

す
。

＜
十

分
な

予
算

の
確

保
＞

内
部

監
査

部
門

が
、

活
動

で
き

る
た

め
の

十
分

な
予

算
を

確
保

で
き

て
い

る
こ

と
は

内
部

監
査

活
動

の
前

提
で

す
。

＜
社

内
情

報
へ

の
ア

ク
セ

ス
権

＞
内

部
監

査
部

門
は

、
社

内
の

す
べ

て
の

分
野

の
情

報
に

対
し

て
制

限
な

く
ア

ク
セ

ス
す

る
こ

と
が

で
き

る
こ

と
が

必
要

で
す

。
ま

た
、

こ
の

ア
ク

セ
ス

権
は

、
内

部
監

査
規

程
等

で
明

文
化

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

望
ま

し
い

と
い

え
ま

す
。

＜
被

監
査

部
門

と
の

関
係

に
お

け
る

内
部

監
査

人
の

精
神

的
な

独
立

組
織

に
と

っ
て

必
要

な
内

部
監

査
を

遂
行

す
る

の
に

十
分

な
知

識
・

能
力

･経
験

の
あ

る
人

材
を

配
し

て
い

る
か

。

内
部

監
査

部
門

の
キ

ャ
リ

ア
パ

ス
は

明
確

に
な

っ
て

お
り

、
幹

部
候

補
生

養
成

の
た

め
の

人
事

ロ
ー

テ
ー

シ
ョ

ン
に

組
み

込
ま

れ
て

い
る

か
。

内
部

監
査

部
門

予
算

は
、

研
修

費
用

な
ど

内
部

監
査

の
将

来
の

価
値

を
向

上
さ

せ
る

た
め

の
予

算
も

含
め

て
確

保
さ

れ
て

い
る

か
。

内
部

監
査

部
門

の
ア

ク
セ

ス
権

は
制

限
な

く
、確

保
さ

れ
て

い
る

か
。

内
部

監
査

監
査

人
は

、
偏

向
を

排
し

公
正

で
客

観
的

な
監

査
を

行
う

要
員

数
が

少
な

く
、

専
門

的
な

知
識

を
有

す
る

要
員

が
不

足
し

て
お

り
、

ま
た

、
職

務
経

験
が

十
分

な
要

員
が

不
足

し
て

い
る

。

内
部

監
査

人
の

キ
ャ

リ
ア

パ
ス

が
明

確
で

は
な

く
、

要
員

の
配

置
の

基
準

が
明

確
で

は
な

い
。

監
査

計
画

を
遂

行
す

る
た

め
の

予
算

は
十

分
で

は
な

い
。

予
算

は
頻

繁
に

削
減

さ
れ

る
。

内
部

監
査

部
門

は
、

監
査

業
務

に
必

要
な

情
報

に
ア

ク
セ

ス
で

き
る

が
、

制
約

が
あ

る
。

内
部

監
査

人
は

、
被

監
査

部
門

か
ら

の
圧

力
に

よ
っ

て
そ

の
意

見
形

内
部

監
査

の
専

門
的

な
知

識
を

有
す

る
者

に
加

え
、

多
様

な
職

種
･

職
務

経
験

を
持

つ
者

か
ら

構
成

さ
れ

て
い

る
。

内
部

監
査

人
の

キ
ャ

リ
ア

パ
ス

は
明

確
に

な
っ

て
お

り
、

幹
部

候
補

生
養

成
の

た
め

の
人

事
ロ

ー
テ

ー
シ

ョ
ン

に
組

み
込

ま
れ

て
は

い
る

が
、

十
分

に
機

能
し

て
い

な
い

。
例

：
経

理
・

財
務

、
営

業
な

ど
に

優
先

的
に

配
置

さ
れ

、
内

部
監

査
は

副
次

的
で

あ
る

等
。

監
査

計
画

を
遂

行
す

る
た

め
の

予
算

は
、

十
分

で
あ

る
。

た
だ

し
、

付
加

価
値

を
向

上
す

る
た

め
の

予
算

（
教

育
費

・
監

査
ツ

ー
ル

・
外

部
サ

ー
ビ

ス
・

監
査

実
施

計
画

外
の

交
通

費
・

交
際

費
等

）
は

、
十

分
で

は
な

い
。

内
部

監
査

部
門

は
、

監
査

業
務

に
必

要
な

情
報

に
制

限
な

く
ア

ク
セ

ス
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

当
該

ア
ク

セ
ス

権
が

内
部

監
査

規
程

等
で

明
文

化
さ

れ
て

い
る

。

職
業

倫
理

規
定

、
基

準
、

内
部

監
査

規
程

等
が

整
備

さ
れ

、
監

査
人

し
、

そ
の

吸
収

、
業

務
へ

の
応

用
に

努
め

て
い

る
。

必
要

な
業

務
監

査
を

遂
行

す
る

の
に

十
分

な
知

識
・

能
力

･経
験

の
あ

る
人

材
に

加
え

て
、

状
況

に
応

じ
て

外
部

人
材

の
活

用
を

実
施

す
る

等
、

柔
軟

な
対

応
が

で
き

る
体

制
に

な
っ

て
い

る
。

内
部

監
査

人
の

キ
ャ

リ
ア

パ
ス

は
明

確
に

な
っ

て
お

り
、

幹
部

候
補

生
に

は
内

部
監

査
（

内
部

統
制

）
の

理
解

が
必

須
と

な
っ

て
い

る
。

ま
た

、
内

部
監

査
部

門
に

は
、

幹
部

候
補

生
養

成
の

プ
ロ

グ
ラ

ム
も

あ
る

。

監
査

計
画

を
遂

行
す

る
た

め
の

予
算

、
お

よ
び

付
加

価
値

を
向

上
す

る
た

め
の

予
算

（
教

育
費

・
監

査
ツ

ー
ル

・
外

部
サ

ー
ビ

ス
・

監
査

実
施

計
画

外
の

交
通

費
・

交
際

費
等

）
は

、
と

も
に

十
分

で
あ

る
。

当
期

の
予

算
費

消
に

つ
い

て
は

検
証

さ
れ

、
増

額
を

含
む

予
算

水
準

の
見

直
し

が
行

わ
れ

る
プ

ロ
セ

ス
が

あ
る

。
内

部
監

査
部

門
は

、
社

内
の

す
べ

て
の

分
野

の
情

報
に

制
限

な
く

ア
ク

セ
ス

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
ア

ク
セ

ス
権

及
び

、
被

監
査

部
門

の
資

料
提

出
義

務
が

内
部

監
査

規
程

等
で

明
文

化
さ

れ
て

お
り

、
組

織
に

も
こ

の
こ

と
が

十
分

浸
透

し
、

実
際

に
も

そ
の

通
り

運
用

さ
れ

て
い

る
。

内
部

監
査

人
の

精
神

的
な

独
立

性
を

維
持

す
る

た
め

、
職

業
倫

理
規

内
部

監
査

部
門

が
存

在
し

な
い

。

内
部

監
査

人
の

キ
ャ

リ
ア

パ
ス

は
存

在
し

な
い

。

内
部

監
査

部
門

の
予

算
管

理
が

実
施

さ
れ

て
い

な
い

。

内
部

監
査

部
門

は
、

監
査

業
務

に
必

要
な

情
報

に
ア

ク
セ

ス
で

き
な

い
。

内
部

監
査

部
門

は
被

監
査
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20
2

20
3

20
4

性
＞

内
部

監
査

監
査

人
は

、
偏

向
を

排
し

公
正

で
客

観
的

な
監

査
を

行
う

た
め

、
精

神
的

な
独

立
性

を
維

持
す

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

ま
す

。

＜
内

部
監

査
へ

の
期

待
、

及
び

監
査

へ
の

対
応

＞
年

間
監

査
計

画
等

で
通

常
の

内
部

監
査

を
受

け
る

時
の

、
被

監
査

部
門

の
内

部
監

査
へ

の
期

待
と

そ
の

対
応

の
受

容
度

は
内

部
監

査
の

成
熟

度
を

示
す

１
つ

の
指

標
と

な
り

え
ま

す
。

＜
内

部
監

査
に

よ
る

指
摘

・
勧

告
等

へ
の

対
応

状
況

＞
内

部
監

査
部

門
は

監
査

の
際

、
被

監
査

部
門

に
対

し
て

指
摘

・
勧

告
等

を
行

い
、

改
善

を
促

し
て

い
ま

す
。

そ
の

指
摘

・
勧

告
等

が
被

監
査

部
門

に
受

け
入

れ
ら

れ
、

そ
の

改
善

が
自

発
的

に
実

施
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
重

要
で

す
。

＜
内

部
監

査
の

コ
ン

サ
ル

テ
ィ

ン
グ

機
能

へ
の

期
待

＞
内

部
監

査
部

門
が

被
監

査
部

門
な

ど
か

ら
内

部
統

制
の

専
門

家
と

し
て

認
知

・
信

頼
さ

れ
、

内
部

監
査

部
門

が
内

部
統

制
の

構
築

・
運

用
に

つ
い

て
コ

ン
サ

ル
テ

ィ
ン

グ
す

る
こ

と
が

被
監

査
部

門
か

ら
期

待
さ

れ
て

い
る

、
ま

た
、

内
部

監
査

部
門

が
そ

た
め

、
精

神
的

な
独

立
性

を
維

持
し

て
い

る
か

。

被
監

査
部

門
か

ら
の

内
部

監
査

へ
の

期
待

が
あ

り
、

そ
の

対
応

が
受

け
入

れ
ら

れ
て

い
る

か
。

内
部

監
査

実
施

後
、

内
部

監
査

部
門

か
ら

の
指

摘
・

勧
告

等
が

被
監

査
部

門
に

受
け

入
れ

ら
れ

、
改

善
が

実
施

さ
れ

て
い

る
か

。

被
監

査
部

門
な

ど
に

対
す

る
内

部
統

制
の

構
築

・
運

用
に

関
す

る
コ

ン
サ

ル
テ

ィ
ン

グ
が

実
施

さ
れ

て
い

る
か

。

成
が

頻
繁

に
変

更
さ

れ
て

い
る

。

被
監

査
部

門
が

非
協

力
的

、
か

つ
監

査
担

当
窓

口
を

設
置

せ
ず

、
情

報
提

供
・

監
査

対
応

も
消

極
的

で
監

査
請

求
資

料
も

か
な

り
催

促
し

な
い

と
揃

わ
な

い
。「

監
査

に
は

で
き

れ
ば

来
て

ほ
し

く
な

い
」

と
の

認
識

が
組

織
内

に
広

が
っ

て
い

る
。

内
部

監
査

の
指

摘
・

勧
告

等
は

現
場

担
当

者
レ

ベ
ル

に
ケ

ー
ス

バ
イ

ケ
ー

ス
な

方
法

で
連

絡
さ

れ
る

が
、

上
位

職
に

は
特

に
伝

え
て

な
い

。
ま

た
被

監
査

部
門

が
改

善
計

画
書

に
よ

り
内

部
監

査
部

門
に

回
答

す
る

ル
ー

ル
に

な
っ

て
い

な
い

。指
摘

・
勧

告
等

が
無

視
さ

れ
、

対
応

が
放

置
さ

れ
る

場
合

が
あ

る
。

被
監

査
部

門
な

ど
か

ら
内

部
監

査
担

当
者

の
個

人
的

な
経

験
･ス

キ
ル

や
人

的
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
に

依
存

し
、

非
公

式
に

コ
ン

サ
ル

テ
ィ

ン
グ

を
求

め
ら

れ
る

こ
と

が
あ

る
。

た
だ

し
、

回
答

は
コ

ン
サ

ル
テ

ィ
ン

グ
を

求
め

ら
れ

た
担

当
者

の
個

人
的

な
見

解
で

あ
り

、
会

社
の

方
針

や
事

業
環

境
に

沿
っ

た
適

切
な

の
教

育
指

導
も

な
さ

れ
て

い
る

が
、

内
部

監
査

人
は

被
監

査
部

門
に

よ
っ

て
は

遠
慮

を
し

た
り

、
暗

黙
の

圧
力

を
受

け
る

場
合

も
あ

る
。

監
査

請
求

資
料

は
、

納
期

ま
で

に
取

り
揃

え
、

送
ら

れ
て

く
る

。
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
に

も
時

間
調

整
を

し
な

が
ら

応
じ

て
く

れ
て

い
る

。
内

部
監

査
を

受
け

る
こ

と
に

理
解

は
あ

る
が

受
動

的
で

あ
る

。

内
部

監
査

の
指

摘
・

勧
告

等
を

経
営

管
理

上
の

職
位

者
を

含
む

被
監

査
部

門
の

関
係

責
任

者
に

発
信

す
る

社
内

手
続

が
あ

る
。

当
該

部
署

か
ら

改
善

計
画

書
を

受
け

取
る

ル
ー

ル
に

な
っ

て
お

り
、

指
摘

・
勧

告
等

に
基

づ
く

対
応

が
報

告
さ

れ
て

い
る

。
た

だ
し

、
確

実
に

実
行

さ
れ

て
い

る
か

ど
う

か
の

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

体
制

ま
で

は
で

き
て

い
な

い
。

内
部

監
査

部
門

と
し

て
、

コ
ン

サ
ル

テ
ィ

ン
グ

依
頼

を
受

け
た

際
の

マ
ニ

ュ
ア

ル
（

受
付

か
ら

対
応

方
法

、
更

に
取

締
役

会
へ

の
報

告
方

法
な

ど
）

が
整

備
さ

れ
て

い
る

。

定
、

基
準

、
内

部
監

査
規

程
、

教
育

指
導

等
が

定
期

的
に

見
直

さ
れ

、
継

続
的

に
改

善
が

な
さ

れ
て

い
る

。
被

監
査

部
門

と
は

客
観

的
な

監
査

の
発

見
事

項
に

基
づ

き
、

建
設

的
な

意
見

交
換

の
中

で
、

将
来

の
リ

ス
ク

低
減

の
た

め
の

施
策

が
協

議
さ

れ
て

い
る

。
被

監
査

部
門

の
責

任
者

は
、

内
部

監
査

に
よ

る
ア

シ
ュ

ア
ラ

ン
ス

に
期

待
す

る
だ

け
で

は
な

く
、

業
務

改
善

の
た

め
の

客
観

的
な

問
題

発
見

と
助

言
を

望
ん

で
い

る
。

助
言

の
周

辺
の

リ
ス

ク
確

認
も

行
い

、
適

切
な

是
正

措
置

を
講

ず
る

態
勢

が
あ

る
。

内
部

監
査

機
能

を
積

極
的

に
受

け
入

れ
協

力
す

る
企

業
風

土
が

定
着

し
て

い
る

。
改

善
計

画
内

容
が

、
被

監
査

部
門

で
確

実
に

実
施

さ
れ

不
備

事
項

等
が

改
善

さ
れ

て
い

る
。

ま
た

そ
の

日
常

的
監

視
体

制
も

構
築

さ
れ

て
、

再
度

不
備

が
起

こ
る

リ
ス

ク
が

軽
減

化
さ

れ
て

い
る

。
こ

の
サ

イ
ク

ル
が

重
要

で
あ

る
こ

と
の

認
識

が
被

監
査

部
門

に
浸

透
し

て
い

る
。

内
部

監
査

部
門

と
し

て
、

マ
ニ

ュ
ア

ル
に

沿
っ

て
行

っ
た

コ
ン

サ
ル

テ
ィ

ン
グ

業
務

が
被

コ
ン

サ
ル

テ
ィ

ン
グ

部
門

で
ど

の
よ

う
に

実
践

さ
れ

て
い

る
か

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

さ
れ

て
い

る
。

被
コ

ン
サ

ル
テ

ィ
ン

グ
部

門
で

も
内

部
監

査
部

門
の

コ
ン

サ
ル

テ
ィ

ン
グ

を
活

用
し

た
結

果
を

内
部

監
査

部
門

へ
定

期
的

に

部
門

と
一

体
と

な
っ

て
お

り
、

内
部

監
査

人
に

は
独

立
性

が
な

い
。

内
部

監
査

が
拒

絶
さ

れ
る

場
合

が
あ

る
。

内
部

監
査

へ
の

期
待

が
組

織
内

に
存

在
し

な
い

。

内
部

監
査

部
門

か
ら

の
指

摘
・

勧
告

等
は

な
い

。

被
監

査
部

門
な

ど
か

ら
内

部
統

制
の

構
築

・
運

用
に

関
す

る
コ

ン
サ

ル
テ

ィ
ン

グ
を

求
め

ら
れ

た
こ

と
が

な
い

。
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20
5

（
３
）
監
査
役
、
外
部
監
査
人

30
1

30
2

30
3

れ
ら

の
期

待
に

応
え

て
い

る
の

で
あ

れ
ば

、
先

進
的

な
内

部
監

査
部

門
と

い
う

こ
と

が
で

き
る

の
で

は
な

い
で

し
ょ

う
か

。
＜

内
部

監
査

の
情

報
発

信
へ

の
期

待
＞

内
部

監
査

部
門

が
被

監
査

部
門

な
ど

か
ら

内
部

統
制

の
専

門
家

と
し

て
認

知
・

信
頼

さ
れ

、
内

部
監

査
部

門
か

ら
の

情
報

発
信

･情
報

提
供

が
被

監
査

部
門

な
ど

か
ら

期
待

さ
れ

て
い

る
こ

と
、

ま
た

、
内

部
監

査
部

門
が

そ
れ

ら
の

期
待

に
応

え
て

い
る

こ
と

が
重

要
で

す
。

＜
監

査
役

と
の

連
係

＞
監

査
役

監
査

と
内

部
監

査
の

目
的

及
び

対
象

は
厳

密
に

は
異

な
り

ま
す

が
、

実
務

上
重

な
る

部
分

も
多

く
あ

り
ま

す
。

こ
の

部
分

で
の

連
係

を
十

分
に

図
り

、
そ

れ
ぞ

れ
に

役
に

立
つ

よ
う

な
役

割
分

担
が

さ
れ

る
こ

と
が

重
要

で
す

。

＜
監

査
役

監
査

等
の

支
援

、
補

完
＞

一
般

に
、

専
門

的
な

監
査

知
識

・
経

験
を

も
た

ず
、

ス
タ

ッ
フ

も
必

ず
し

も
十

分
と

は
い

え
な

い
監

査
役

に
対

し
て

、
内

部
監

査
部

門
が

ど
の

よ
う

な
支

援
を

実
施

し
て

い
る

か
は

、
監

査
役

監
査

の
実

効
性

向
上

の
た

め
に

重
要

で
す

。

＜
監

査
役

業
務

の
自

己
評

価
の

支
援

・
補

完
＞

監
査

役
は

、
監

査
役

被
監

査
部

門
な

ど
に

対
す

る
内

部
統

制
の

構
築

・
運

用
に

関
す

る
継

続
的

な
情

報
発

信
・

情
報

提
供

監
査

役
と

の
連

係
に

当
た

っ
て

、
監

査
役

と
情

報
交

換
や

監
査

業
務

の
調

整
を

実
施

し
て

い
る

か
。

監
査

役
監

査
の

支
援

・
補

完
を

必
要

な
範

囲
で

十
分

に
行

っ
て

い
る

か
。

監
査

役
の

自
己

評
価

の
業

務
の

支
援

・
補

完
を

必
要

な
範

囲
で

十
分

も
の

と
は

限
ら

な
い

。

内
部

監
査

部
門

の
紹

介
や

内
部

監
査

手
順

の
説

明
、

内
部

統
制

に
関

す
る

一
般

的
な

情
報

を
、

イ
ン

ト
ラ

ネ
ッ

ト
や

社
内

報
又

は
メ

ー
ル

ｊ
配

信
な

ど
に

よ
っ

て
、

社
内

の
関

係
者

に
対

し
て

行
っ

て
い

る
。

た
だ

し
、

情
報

更
新

や
新

規
情

報
発

信
の

頻
度

は
定

期
的

で
は

な
く

、
散

発
的

で
あ

る
。

必
要

に
応

じ
て

、
監

査
役

と
監

査
計

画
・

監
査

結
果

等
の

情
報

交
換

や
監

査
業

務
の

調
整

を
実

施
し

て
い

る
が

、
定

め
ら

れ
た

プ
ロ

セ
ス

と
は

な
っ

て
い

な
い

。

内
部

監
査

結
果

を
報

告
す

る
際

、
監

査
役

か
ら

報
告

事
項

に
関

連
す

る
質

問
が

あ
り

、
そ

れ
に

対
し

て
内

部
監

査
部

門
か

ら
回

答
し

て
い

る
。

監
査

役
の

業
務

の
自

己
評

価
に

つ
い

て
、

内
部

監
査

部
門

長
や

部
員

レ
ベ

ル
１

に
記

載
さ

れ
た

監
査

は
関

連
情

報
が

定
期

的
に

発
信

さ
れ

て
い

る
。

内
部

監
査

部
門

と
監

査
役

と
の

連
係

が
内

部
監

査
規

程
及

び
監

査
役

監
査

基
準

等
に

明
文

化
さ

れ
、

監
査

計
画

・
監

査
結

果
等

の
情

報
交

換
や

監
査

業
務

の
調

整
が

監
査

役
会

等
に

お
い

て
実

施
さ

れ
て

い
る

。
監

査
役

の
問

題
意

識
に

基
づ

く
内

部
監

査
部

門
へ

の
提

言
が

実
施

さ
れ

て
お

り
、

内
部

監
査

部
門

も
こ

れ
に

対
応

し
て

い
る

。
監

査
役

監
査

の
支

援
の

一
助

と
し

て
、

監
査

役
か

ら
要

請
が

あ
る

場
合

は
、

内
部

監
査

部
門

が
内

部
統

制
シ

ス
テ

ム
の

整
備

・
運

用
状

況
の

評
価

を
行

い
、

監
査

役
監

査
に

そ
の

結
果

が
活

か
さ

れ
て

い
る

。

監
査

役
の

業
務

支
援

の
一

助
と

し
て

、
監

査
役

か
ら

要
請

が
あ

る
場

報
告

し
て

い
る

。

レ
ベ

ル
１

に
記

載
さ

れ
た

監
査

関
連

情
報

に
加

え
、

特
定

の
業

務
や

プ
ロ

セ
ス

に
か

か
る

リ
ス

ク
情

報
が

定
期

的
に

発
信

さ
れ

て
い

る
。

更
に

そ
れ

ら
が

内
部

統
制

向
上

に
与

え
る

効
果

や
反

応
等

を
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
し

て
、

情
報

コ
ン

テ
ン

ツ
の

見
直

し
に

反
映

さ
せ

て
い

る
。

レ
ベ

ル
３

の
記

載
事

項
が

、
議

事
録

に
残

さ
れ

、
監

査
役

か
ら

の
提

言
が

実
践

で
き

て
い

る
か

、
又

は
実

践
し

て
い

な
い

場
合

は
そ

の
説

明
を

果
た

し
て

い
る

か
が

定
期

的
に

棚
卸

し
さ

れ
て

い
る

。

監
査

役
監

査
の

支
援

の
一

助
と

し
て

、
監

査
役

か
ら

要
請

が
あ

る
場

合
は

、
監

査
役

が
行

う
内

部
統

制
シ

ス
テ

ム
の

整
備

・
運

用
状

況
の

評
価

を
行

う
等

の
ほ

か
、

内
部

監
査

と
し

て
ス

キ
ル

面
、

人
材

面
等

で
で

き
る

限
り

の
支

援
を

行
っ

て
い

る
。

例
え

ば
、

監
査

役
が

要
望

す
る

監
査

テ
ー

マ
の

検
討

・
実

施
、重

大
な

リ
ス

ク
情

報
の

報
告

、
監

査
ツ

ー
ル

等
の

提
供

等
を

行
い

、
監

査
役

監
査

の
向

上
を

支
援

し
て

い
る

。
監

査
役

の
業

務
支

援
の

一
助

と
し

て
、

定
期

的
か

つ
継

続
的

に
、

監

被
監

査
部

門
な

ど
に

対
す

る
情

報
発

信
・

情
報

提
供

を
行

っ
て

い
な

い
。

監
査

役
と

情
報

交
換

・
監

査
業

務
の

調
整

を
実

施
し

て
い

な
い

。

監
査

役
監

査
と

の
協

働
は

な
い

。

監
査

役
の

業
務

の
自

己
評
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狙
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レ
ベ
ル
１

定
め
ら
れ
た
プ
ロ
セ
ス
が
あ
る

レ
ベ
ル
３

最
適
化
さ
れ
て
い
る

レ
ベ
ル
５

存
在
し
な
い

レ
ベ
ル
０

自
社

評
価
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30
4

（
４
）
内
部
監
査
部
門
内
で
整
備
・
運
営
す
べ
き
項
目

40
1

40
2

業
務

の
品

質
向

上
の

た
め

に
、

自
ら

の
業

務
を

評
価

し
、

そ
の

説
明

責
任

が
求

め
ら

れ
て

き
て

い
ま

す
。

そ
の

評
価

の
メ

ン
バ

ー
に

内
部

監
査

部
門

が
参

画
し

て
支

援
を

す
る

こ
と

は
、

連
係

を
深

め
る

た
め

に
は

重
要

で
す

。
＜

外
部

監
査

人
と

の
連

係
＞

外
部

監
査

人
は

通
常

会
計

監
査

を
行

う
前

提
と

し
て

、
業

務
プ

ロ
セ

ス
の

内
部

統
制

状
況

に
つ

い
て

監
査

を
行

い
ま

す
。

こ
の

部
分

は
、

内
部

監
査

部
門

と
し

て
も

情
報

交
換

で
き

る
余

地
が

あ
り

ま
す

。
こ

れ
を

有
効

に
活

用
す

る
こ

と
が

内
部

監
査

の
効

果
的

・
効

率
的

な
実

施
の

た
め

に
重

要
と

な
り

ま
す

。

＜
内

部
監

査
プ

ロ
セ

ス
の

確
立

＞
内

部
監

査
実

施
プ

ロ
セ

ス
が

確
立

さ
れ

て
い

る
こ

と
は

内
部

監
査

の
前

提
で

す
が

、
そ

の
上

で
、

そ
れ

に
基

づ
き

内
部

監
査

の
品

質
が

常
に

一
定

の
レ

ベ
ル

に
あ

る
こ

と
が

重
要

で
す

。

＜
リ

ス
ク

ア
セ

ス
メ

ン
ト

プ
ロ

セ
ス

の
確

立
＞

年
間

監
査

計
画

を
策

定
す

る
に

当
た

っ
て

は
、

内
部

監
査

部
門

は
組

織
全

体
の

リ
ス

ク
・

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

を
網

羅
、俯

瞰
し

、

に
行

っ
て

い
る

か
。

内
部

監
査

活
動

に
当

た
っ

て
、

外
部

監
査

人
の

監
査

計
画

や
監

査
結

果
を

有
効

に
活

用
し

て
い

る
か

。

内
部

監
査

の
品

質
を

一
定

以
上

に
担

保
す

る
た

め
の

内
部

監
査

実
施

プ
ロ

セ
ス

が
確

立
さ

れ
て

い
る

か
。

リ
ス

ク
ア

セ
ス

メ
ン

ト
が

実
施

さ
れ

、
か

つ
、

こ
の

プ
ロ

セ
ス

と
結

果
が

経
営

に
報

告
さ

れ
て

い
る

か
。

に
、

監
査

役
か

ら
意

見
を

求
め

ら
れ

る
場

合
が

あ
り

、
そ

れ
に

対
し

て
内

部
監

査
部

門
は

対
応

し
て

い
る

。

外
部

監
査

人
の

監
査

計
画

や
監

査
結

果
を

内
部

監
査

活
動

に
利

用
す

る
場

合
も

あ
る

が
、

定
め

ら
れ

た
プ

ロ
セ

ス
が

あ
る

わ
け

で
は

な
い

。

内
部

監
査

の
実

施
手

順
が

担
当

者
の

判
断

に
任

さ
れ

て
お

り
、

公
式

な
手

順
と

し
て

定
め

ら
れ

て
い

な
い

。

リ
ス

ク
ア

セ
ス

メ
ン

ト
は

内
部

監
査

部
門

に
お

い
て

実
施

さ
れ

て
い

る
が

、
組

織
全

体
の

リ
ス

ク
の

網
羅

性
確

保
に

お
い

て
改

善
の

余
地

が
あ

る
。

内
部

監
査

部
門

内
で

は

合
は

、
監

査
役

の
業

務
の

自
己

評
価

の
メ

ン
バ

ー
に

内
部

監
査

部
門

が
参

画
し

、
評

価
業

務
を

支
援

し
て

い
る

。

外
部

監
査

人
の

監
査

計
画

や
監

査
結

果
を

、
定

め
ら

れ
た

プ
ロ

セ
ス

に
基

づ
い

て
、

内
部

監
査

活
動

に
利

用
し

て
い

る
。

内
部

監
査

実
施

プ
ロ

セ
ス

が
、

内
部

監
査

の
実

施
に

関
わ

る
規

程
類

や
手

順
書

な
ど

に
よ

っ
て

公
式

に
体

系
化

･文
書

化
さ

れ
て

い
る

。
個

々
の

内
部

監
査

が
、

公
式

な
手

順
に

準
拠

し
て

実
施

さ
れ

て
い

る
。

内
部

監
査

部
門

で
適

切
に

実
施

さ
れ

た
リ

ス
ク

ア
セ

ス
メ

ン
ト

は
、

そ
の

プ
ロ

セ
ス

と
結

果
が

経
営

に
報

告
さ

れ
、

経
営

者
へ

の
報

告
、

あ
る

い
は

そ
の

議
論

の
過

程
で

、

査
役

の
業

務
の

自
己

評
価

の
メ

ン
バ

ー
に

内
部

監
査

部
門

が
参

画
し

、評
価

業
務

を
支

援
し

て
い

る
。

外
部

監
査

人
の

監
査

計
画

や
監

査
結

果
を

、
定

め
ら

れ
た

プ
ロ

セ
ス

に
基

づ
い

て
有

効
に

活
用

し
、

効
果

的
か

つ
効

率
的

な
内

部
監

査
活

動
を

実
施

し
て

い
る

。
例

え
ば

、
内

部
監

査
の

監
査

対
象

や
監

査
項

目
の

優
先

順
位

付
け

な
ど

に
活

用
し

て
い

る
。

活
用

プ
ロ

セ
ス

は
定

期
的

に
見

直
し

改
善

も
図

ら
れ

て
い

る
。

個
々

の
内

部
監

査
は

、
公

式
な

手
順

に
従

っ
て

実
施

さ
れ

て
い

る
。

内
部

監
査

実
施

プ
ロ

セ
ス

が
必

要
に

応
じ

て
見

直
さ

れ
、

改
善

が
図

ら
れ

て
い

る
。

他
社

や
業

界
の

内
部

監
査

実
施

プ
ロ

セ
ス

の
水

準
や

業
界

の
ベ

ス
ト

プ
ラ

ク
テ

ィ
ス

が
把

握
さ

れ
、

自
社

の
内

部
監

査
実

施
プ

ロ
セ

ス
の

改
善

が
、

内
部

監
査

部
門

の
中

期
計

画
な

ど
に

盛
り

込
ま

れ
、

経
営

者
の

承
認

を
得

て
い

る
。

改
善

の
進

捗
状

況
が

経
営

者
な

ど
に

よ
っ

て
定

期
的

に
レ

ビ
ュ

ー
さ

れ
て

い
る

。
年

間
計

画
策

定
時

の
リ

ス
ク

ア
セ

ス
メ

ン
ト

は
、

内
部

監
査

部
門

で
明

文
化

し
た

リ
ス

ク
ア

セ
ス

メ
ン

ト
プ

ロ
セ

ス
に

沿
っ

て
、

そ
の

結
果

と
プ

ロ
セ

ス
が

経
営

に
報

告
さ

価
の

メ
ン

バ
ー

に
内

部
監

査
部

門
は

参
画

し
て

い
な

い
。

外
部

監
査

人
の

監
査

計
画

や
監

査
結

果
を

内
部

監
査

活
動

に
利

用
し

て
い

な
い

。

内
部

監
査

を
行

っ
て

い
な

い
。

リ
ス

ク
ア

セ
ス

メ
ン

ト
を

実
施

し
て

い
な

い
。
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40
3

40
4

40
5

こ
れ

を
評

価
し

な
け

れ
ば

、
計

画
は

立
て

ら
れ

な
い

は
ず

で
す

。
ま

た
、

重
要

な
こ

と
は

、
こ

の
評

価
プ

ロ
セ

ス
と

評
価

結
果

を
経

営
に

示
し

、
経

営
と

の
議

論
を

経
て

、
そ

の
了

解
を

得
る

こ
と

で
す

。

＜
リ

ス
ク

ア
プ

ロ
ー

チ
に

基
づ

く
監

査
計

画
の

策
定

＞
リ

ス
ク

の
識

別
・

評
価

の
基

準
・

手
順

が
確

立
さ

れ
、

リ
ス

ク
の

重
要

性
に

基
づ

い
て

内
部

監
査

計
画

が
策

定
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
必

要
で

す
。

＜
適

時
適

切
な

監
査

対
象

の
選

定
＞

内
部

監
査

部
門

は
監

査
対

象
を

経
営

へ
の

貢
献

の
視

点
で

、
適

時
、

適
切

に
選

定
す

る
こ

と
が

重
要

で
す

。

＜
Ｃ

Ｓ
Ａ

の
活

用
＞

Ｃ
Ｓ

Ａ
は

、
現

場
に

と
っ

て
は

そ
の

リ
ス

ク
認

識
向

上
に

役
に

立
ち

ま
す

が
、

内
部

監
査

部
門

に
と

っ
て

は
リ

ス
ク

ア
セ

ス
メ

ン
ト

へ
の

活
用

に
よ

る
着

眼
点

の
絞

り
込

み
を

通
じ

た
内

部
監

査
の

効
率

化
に

資
す

る
も

の
で

す
。

組
織

の
個

々
の

実
情

に
合

リ
ス

ク
ア

プ
ロ

ー
チ

に
基

づ
く

監
査

計
画

の
策

定
が

さ
れ

て
い

る
か

。

内
部

監
査

の
対

象
分

野
が

事
業

計
画

・
事

業
活

動
と

連
動

し
て

、
適

時
か

つ
適

切
に

選
定

さ
れ

て
い

る
か

。

Ｃ
Ｓ

Ａ
を

組
織

の
実

情
に

合
わ

せ
て

適
切

に
活

用
し

て
い

る
か

。

適
切

な
レ

ベ
ル

ま
で

報
告

さ
れ

て
い

る
が

、
経

営
に

は
報

告
さ

れ
て

い
な

い
。

リ
ス

ク
ア

プ
ロ

ー
チ

に
よ

る
内

部
監

査
を

志
向

し
て

い
る

が
、

主
に

ロ
ー

テ
ー

シ
ョ

ン
年

数
に

基
づ

く
定

期
監

査
が

行
わ

れ
て

い
る

。

内
部

監
査

の
対

象
選

定
は

、
事

業
計

画
・

事
業

活
動

と
連

動
し

て
い

な
い

。

業
務

部
門

の
行

う
各

種
自

己
検

証
・

評
価

結
果

を
入

手
す

る
こ

と
に

よ
り

、
現

場
の

リ
ス

ク
認

識
を

確
認

し
て

い
る

も
の

の
、

当
該

自
己

検
証

・
評

価
は

業
務

の
一

部
分

し
か

カ
バ

ー
し

て
お

ら
ず

、
網

羅
性

に
欠

け
る

。

リ
ス

ク
ア

セ
ス

メ
ン

ト
の

プ
ロ

セ
ス

、
結

果
が

見
直

さ
れ

て
い

る
。

リ
ス

ク
評

価
の

モ
デ

ル
･手

順
が

公
式

に
体

系
化

･文
書

化
さ

れ
、

こ
れ

ら
に

準
拠

し
て

年
間

監
査

計
画

、
個

別
監

査
計

画
が

策
定

さ
れ

て
い

る
。

た
だ

し
、

リ
ス

ク
評

価
モ

デ
ル

が
客

観
性

に
欠

け
る

な
ど

、
合

理
的

な
監

査
計

画
の

策
定

が
保

証
さ

れ
な

い
。

内
部

監
査

の
対

象
は

、
事

業
計

画
・

事
業

活
動

と
連

動
し

て
選

定
さ

れ
て

い
る

が
、

経
営

の
視

点
か

ら
す

る
と

重
要

な
項

目
の

一
部

で
監

査
対

象
と

な
っ

て
い

な
い

も
の

が
あ

る
。

ま
た

、
監

査
の

適
時

性
か

ら
も

改
善

の
余

地
が

あ
る

。

内
部

監
査

が
リ

ス
ク

ア
セ

ス
メ

ン
ト

を
行

う
際

、
業

務
部

門
に

対
し

て
ア

ン
ケ

ー
ト

形
式

の
Ｃ

Ｓ
Ａ

を
依

頼
す

る
な

ど
、

業
務

部
門

の
リ

ス
ク

認
識

を
確

認
す

る
プ

ロ
セ

ス
が

確
立

し
て

い
る

。

れ
、

経
営

レ
ベ

ル
で

の
議

論
の

結
果

、
リ

ス
ク

ア
セ

ス
メ

ン
ト

の
手

法
、

結
果

が
見

直
さ

れ
て

い
る

。
こ

れ
に

加
え

、
社

内
の

リ
ス

ク
の

発
現

事
例

、
他

社
の

事
故

事
例

、
関

係
当

局
や

諸
団

体
の

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

発
布

な
ど

に
よ

り
、

適
時

適
切

に
リ

ス
ク

ア
セ

ス
メ

ン
ト

の
手

法
と

結
果

を
継

続
的

に
見

直
す

プ
ロ

セ
ス

が
あ

り
、

こ
れ

が
適

切
に

運
営

さ
れ

て
い

る
。

公
式

な
リ

ス
ク

評
価

の
モ

デ
ル

･
手

順
に

従
い

年
間

監
査

計
画

、
個

別
監

査
計

画
が

策
定

さ
れ

て
い

る
。

リ
ス

ク
評

価
モ

デ
ル

･手
順

に
つ

い
て

、
事

業
環

境
の

変
化

、
他

社
や

業
界

の
ベ

ス
ト

プ
ラ

ク
テ

ィ
ス

が
把

握
さ

れ
、

自
社

の
リ

ス
ク

評
価

モ
デ

ル
･手

順
を

適
切

な
レ

ベ
ル

に
向

上
さ

せ
る

た
め

に
、

見
直

し
、

改
善

が
図

ら
れ

て
い

る
。

内
部

監
査

の
対

象
は

、
事

業
計

画
・

事
業

活
動

と
連

動
し

て
、

選
定

さ
れ

て
い

る
。

ま
た

、
組

織
の

リ
ス

ク
プ

ロ
フ

ァ
イ

ル
の

変
化

に
合

わ
せ

て
、

内
部

監
査

部
門

に
お

い
て

タ
イ

ム
リ

ー
な

リ
ス

ク
把

握
が

実
施

さ
れ

て
お

り
、

適
時

適
切

に
監

査
項

目
の

選
定

が
行

わ
れ

る
こ

と
に

よ
り

、
組

織
の

リ
ス

ク
顕

在
化

を
未

然
に

防
い

で
い

る
。

業
務

部
門

に
は

そ
れ

ぞ
れ

プ
ロ

セ
ス

オ
ー

ナ
ー

が
定

め
ら

れ
て

お
り

、
業

務
部

門
の

行
う

Ｃ
Ｓ

Ａ
は

業
務

の
網

羅
性

が
担

保
で

き
て

い
る

。
内

部
監

査
は

こ
の

結
果

を
参

考
に

し
な

が
ら

内
部

監
査

の
対

象
や

重
点

監
査

項
目

を
決

定
し

て
お

り
、

内
部

監
査

の
効

率
化

が
果

た

ロ
ー

テ
ー

シ
ョ

ン
年

数
等

に
基

づ
く

定
期

監
査

の
み

で
、

リ
ス

ク
ア

プ
ロ

ー
チ

は
特

に
考

慮
さ

れ
て

い
な

い
。

内
部

監
査

が
実

施
さ

れ
て

い
な

い
。

Ｃ
Ｓ

Ａ
は

利
用

し
て

い
な

い
。



設
問
の
狙
い

個
々
の
評
価
内
容

初
期
段
階
／
そ
の
場
対
応

レ
ベ
ル
１

定
め
ら
れ
た
プ
ロ
セ
ス
が
あ
る

レ
ベ
ル
３

最
適
化
さ
れ
て
い
る

レ
ベ
ル
５

存
在
し
な
い

レ
ベ
ル
０

自
社

評
価
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40
6

40
7

40
8

40
9

わ
せ

て
活

用
す

る
こ

と
が

重
要

で
す

。
＜

業
務

に
合

わ
せ

た
監

査
手

法
の

設
定

＞
多

種
多

様
な

業
務

に
合

わ
せ

る
形

で
内

部
監

査
部

門
も

い
く

つ
か

の
監

査
手

法
を

持
つ

こ
と

が
重

要
で

す
。

＜
協

働
チ

ー
ム

に
よ

る
監

査
の

実
施

＞
内

部
監

査
部

門
に

複
数

の
監

査
チ

ー
ム

が
設

置
さ

れ
て

い
る

場
合

、
監

査
対

象
業

務
・

プ
ロ

セ
ス

に
適

合
す

る
形

で
機

能
別

の
チ

ー
ム

編
成

を
し

て
、

よ
り

実
効

的
な

内
部

監
査

を
実

現
す

る
こ

と
が

重
要

で
す

。
（

内
部

監
査

部
門

の
人

数
が

少
な

く
、

チ
ー

ム
が

１
つ

の
場

合
は

回
答

不
要

（
ブ

ラ
ン

ク
に

し
て

お
い

て
く

だ
さ

い
）

で
す

）

＜
ア

ウ
ト

ソ
ー

ス
の

活
用

＞
内

部
監

査
部

門
だ

け
で

は
監

査
の

リ
ソ

ー
ス

（
マ

ン
パ

ワ
ー

・
専

門
的

能
力

等
）

が
不

足
す

る
場

合
、

外
部

の
専

門
家

を
活

用
す

る
こ

と
も

検
討

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

＜
監

査
の

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
＞

指
摘

・
勧

告
等

を
実

施
し

た
後

、
被

監
査

部
門

に
よ

る
対

応
状

況
の

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
が

重
要

で
す

。
結

会
社

の
業

務
に

合
わ

せ
た

形
で

部
署

別
監

査
、

テ
ー

マ
監

査
等

が
使

い
分

け
ら

れ
て

い
る

か
。

内
部

監
査

部
門

内
で

効
果

的
か

つ
柔

軟
な

チ
ー

ム
ア

ッ
プ

が
で

き
る

体
制

と
な

っ
て

い
る

か
。

外
部

の
専

門
家

を
必

要
に

応
じ

活
用

し
て

い
る

か
。

指
摘

、
勧

告
等

の
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

を
実

施
し

て
い

る
か

。

業
務

や
プ

ロ
セ

ス
に

合
わ

せ
た

形
で

複
数

の
形

態
の

監
査

が
行

わ
れ

て
い

る
。

内
部

監
査

人
の

リ
ソ

ー
ス

が
不

足
す

る
場

合
、

一
定

の
プ

ロ
セ

ス
を

経
て

、
内

部
監

査
部

門
が

、
被

監
査

部
門

か
ら

内
部

監
査

人
を

指
名

、活
用

し
て

い
る

場
合

が
あ

る
。

必
要

に
迫

ら
れ

る
形

で
外

部
の

専
門

家
を

活
用

し
た

こ
と

が
あ

る
。

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
は

、
場

合
に

よ
っ

て
は

実
施

す
る

こ
と

も
あ

る
。

例
え

ば
、

監
査

結
果

が
悪

い
場

合
に

、
被

監
査

部
門

宛
に

そ
の

後
の

業
務

や
プ

ロ
セ

ス
に

合
わ

せ
た

形
で

複
数

の
形

態
の

監
査

を
行

う
旨

が
規

程
等

に
定

め
ら

れ
、

そ
れ

に
沿

っ
て

監
査

が
実

施
さ

れ
て

い
る

。

内
部

監
査

人
の

リ
ソ

ー
ス

が
不

足
す

る
場

合
、

一
定

の
プ

ロ
セ

ス
を

経
て

、
内

部
監

査
部

門
が

、
被

監
査

部
門

か
ら

内
部

監
査

人
を

指
名

、
活

用
す

る
規

程
が

あ
り

、
実

施
し

て
い

る
。

特
に

被
監

査
業

務
の

一
部

に
重

要
な

シ
ス

テ
ム

分
野

が
あ

っ
た

場
合

、
Ｉ

Ｔ
内

部
監

査
人

が
そ

の
監

査
チ

ー
ム

に
入

り
、

協
働

し
て

監
査

を
実

施
す

る
こ

と
が

あ
る

。
シ

ス
テ

ム
以

外
の

分
野

で
も

監
査

の
チ

ー
ム

の
協

働
が

行
わ

れ
て

い
る

。
外

部
の

専
門

家
を

活
用

す
る

こ
と

が
必

要
な

場
合

が
あ

ら
か

じ
め

定
め

ら
れ

て
お

り
、

こ
れ

に
則

っ
て

外
部

専
門

家
の

活
用

が
行

わ
れ

て
い

る
。

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
の

頻
度

、
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

の
対

象
、

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
結

果
の

報
告

先
等

に
つ

い
て

の
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

要
領

を
定

さ
れ

て
い

る
。

業
務

や
プ

ロ
セ

ス
に

合
わ

せ
た

形
で

複
数

の
形

態
の

監
査

を
行

う
旨

が
規

程
等

に
定

め
ら

れ
、

そ
れ

に
沿

っ
て

監
査

が
実

施
さ

れ
て

い
る

。
そ

れ
ぞ

れ
の

監
査

結
果

が
そ

れ
ぞ

れ
他

の
監

査
形

態
の

リ
ス

ク
ア

セ
ス

メ
ン

ト
、

あ
る

い
は

着
眼

点
等

に
活

用
さ

れ
、

監
査

の
形

態
を

跨
っ

た
形

で
内

部
監

査
部

門
内

で
の

監
査

品
質

向
上

の
Ｐ

Ｄ
Ｃ

Ａ
の

サ
イ

ク
ル

が
実

効
的

に
回

さ
れ

て
い

る
。

監
査

を
実

施
す

る
場

合
、

そ
の

人
員

編
成

は
機

能
別

チ
ー

ム
か

ら
適

切
な

人
員

を
集

め
る

形
で

実
施

さ
れ

る
。

あ
る

い
は

、
業

務
・

プ
ロ

セ
ス

の
専

門
家

が
あ

ら
か

じ
め

定
め

ら
れ

て
お

り
、

当
該

業
務

・
プ

ロ
セ

ス
の

監
査

の
場

合
に

は
、

当
該

人
が

一
定

の
関

与
を

す
る

形
で

監
査

が
実

施
さ

れ
る

。
こ

れ
ら

の
運

用
が

グ
ロ

ー
バ

ル
に

実
施

さ
れ

、
Ｐ

Ｄ
Ｃ

Ａ
が

回
っ

て
い

る
。

外
部

の
専

門
家

の
エ

ク
ス

パ
テ

ィ
ー

ズ
、

ノ
ウ

ハ
ウ

を
内

部
監

査
に

活
か

す
プ

ロ
セ

ス
が

あ
り

、
内

部
監

査
の

品
質

向
上

に
ア

ウ
ト

ソ
ー

ス
が

戦
略

的
に

活
用

さ
れ

て
い

る
。

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
は

定
め

ら
れ

た
要

領
に

従
っ

て
改

善
さ

れ
る

ま
で

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

し
、

そ
の

状
況

は
し

か
る

べ
き

経
営

に
ま

で
報

告
し

全
社

一
律

の
監

査
手

法
を

と
っ

て
い

る
。

各
チ

ー
ム

に
割

り
当

て
ら

れ
た

被
監

査
業

務
以

外
に

は
担

当
し

な
い

。

外
部

の
専

門
家

は
活

用
し

た
こ

と
が

な
い

。

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
を

実
施

し
て

い
な

い
。
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41
0

41
1

41
2

41
3

果
が

一
定

水
準

以
下

の
場

合
は

、
フ

ォ
ロ

ー
監

査
を

実
施

す
る

こ
と

も
必

要
な

場
合

が
あ

る
で

し
ょ

う
。

＜
Ｉ

Ｔ
内

部
監

査
の

実
施

＞
Ｉ

Ｔ
内

部
監

査
は

十
分

な
能

力
を

持
っ

た
内

部
監

査
人

に
よ

っ
て

実
施

さ
れ

な
け

れ
ば

な
り

ま
せ

ん
。

※
Ｉ

Ｔ
内

部
監

査
と

は
、

情
報

シ
ス

テ
ム

監
査

、
情

報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
監

査
等

、
Ｉ

Ｔ
を

対
象

と
し

た
内

部
監

査
全

般
を

指
し

ま
す

。

＜
内

部
監

査
の

人
材

育
成

と
継

続
的

教
育

＞
監

査
品

質
の

向
上

の
た

め
に

、
内

部
監

査
人

の
育

成
と

継
続

的
な

能
力

向
上

が
必

要
で

す
。

＜
内

部
監

査
の

パ
フ

ォ
ー

マ
ン

ス
に

関
す

る
被

監
査

部
門

か
ら

の
フ

ィ
ー

ド
バ

ッ
ク

＞
被

監
査

部
門

か
ら

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
を

求
め

、
こ

れ
を

監
査

の
改

善
に

役
立

て
て

い
く

と
い

う
プ

ロ
セ

ス
を

持
つ

こ
と

が
重

要
で

す
。

＜
内

部
監

査
の

品
質

管
理

＞
内

部
監

査
部

門
で

の
監

査
品

質
向

上
の

Ｉ
Ｔ

内
部

監
査

体
制

が
整

備
さ

れ
、

内
部

監
査

部
門

の
Ｉ

Ｔ
対

応
力

を
保

持
し

た
上

で
、

Ｉ
Ｔ

内
部

監
査

が
実

施
さ

れ
て

い
る

か
。

内
部

監
査

人
の

人
材

育
成

と
継

続
的

教
育

が
実

施
さ

れ
て

い
る

か
。

被
監

査
部

門
か

ら
、

監
査

業
務

に
つ

い
て

の
意

見
書

を
入

手
す

る
フ

ィ
ー

ド
バ

ッ
ク

の
仕

組
み

が
構

築
さ

れ
、

狙
い

ど
お

り
に

運
用

さ
れ

て
い

る
か

。

内
部

監
査

部
門

内
に

お
け

る
監

査
品

質
向

上
の

枠
組

み
が

存
在

す
る

対
応

状
況

を
聴

取
し

て
い

る
。

Ｉ
Ｔ

内
部

監
査

が
実

施
さ

れ
て

い
る

が
、

中
期

あ
る

い
は

年
度

の
監

査
計

画
に

基
づ

く
も

の
で

は
な

い
。

内
部

監
査

人
の

Ｉ
Ｔ

監
査

の
専

門
性

（
シ

ス
テ

ム
監

査
技

術
者

、
Ｃ

Ｉ
Ｓ

Ａ
等

の
有

資
格

者
の

存
在

）
が

確
保

さ
れ

て
い

な
い

。
情

報
シ

ス
テ

ム
部

門
や

外
部

の
専

門
家

の
支

援
を

受
け

て
い

な
い

。

内
部

監
査

人
の

育
成

・
能

力
向

上
の

必
要

性
を

認
め

て
い

る
が

、
具

体
的

な
方

針
が

な
く

、
監

査
方

針
や

年
度

監
査

計
画

と
の

整
合

性
に

つ
い

て
も

検
討

さ
れ

て
い

な
い

。

非
公

式
な

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
を

得
る

こ
と

が
あ

る
が

、
こ

れ
は

内
部

監
査

の
改

善
に

は
役

立
て

ら
れ

て
い

な
い

。

監
査

品
質

の
担

当
者

を
配

置
し

て
お

り
、

一
定

の
監

査
品

質
を

担
保

め
、

そ
れ

に
沿

っ
て

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
を

実
施

し
て

い
る

。

中
期

あ
る

い
は

年
度

の
内

部
監

査
計

画
の

中
で

、
Ｉ

Ｔ
内

部
監

査
が

計
画

さ
れ

実
施

さ
れ

て
い

る
。

内
部

監
査

人
の

Ｉ
Ｔ

監
査

の
専

門
性

が
確

保
さ

れ
て

い
る

。
必

要
に

応
じ

、
情

報
シ

ス
テ

ム
部

門
や

外
部

の
専

門
家

の
支

援
の

も
と

で
、

Ｉ
Ｔ

監
査

が
実

施
さ

れ
て

い
る

。

策
定

さ
れ

た
監

査
方

針
と

年
度

監
査

計
画

に
基

づ
く

内
部

監
査

人
の

育
成

・
能

力
向

上
の

プ
ロ

グ
ラ

ム
が

あ
り

、
そ

の
た

め
の

予
算

が
確

保
さ

れ
て

い
る

。

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
を

得
る

仕
組

み
が

規
定

等
に

明
記

さ
れ

、
そ

れ
が

実
施

さ
れ

て
い

る
。

監
査

品
質

の
担

当
者

は
、

毎
年

の
監

査
品

質
向

上
プ

ロ
グ

ラ
ム

を
策

て
い

る
。

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
の

結
果

、
被

監
査

部
門

の
対

応
が

不
芳

で
あ

る
等

の
事

態
の

場
合

に
は

、
そ

れ
を

経
営

者
な

ど
の

ラ
イ

ン
に

ま
で

報
告

す
る

。
監

査
結

果
が

一
定

レ
ベ

ル
以

下
の

場
合

や
、

あ
ら

か
じ

め
定

め
ら

れ
た

基
準

に
満

た
な

い
場

合
に

は
、

フ
ォ

ロ
ー

監
査

を
定

め
ら

れ
た

手
続

に
則

っ
て

実
施

し
て

い
る

。
内

部
監

査
方

針
に

基
づ

き
、

中
期

及
び

年
度

の
内

部
監

査
計

画
の

中
で

、
Ｉ

Ｔ
内

部
監

査
が

計
画

さ
れ

実
施

さ
れ

て
い

る
。

内
部

監
査

人
の

Ｉ
Ｔ

監
査

の
専

門
性

が
確

保
さ

れ
て

い
る

。
必

要
に

応
じ

、
情

報
シ

ス
テ

ム
部

門
や

外
部

の
専

門
家

の
支

援
の

下
で

、
Ｉ

Ｔ
監

査
が

実
施

さ
れ

て
い

る
。

策
定

さ
れ

た
監

査
方

針
と

年
度

監
査

計
画

に
基

づ
く

内
部

監
査

人
の

育
成

・
能

力
向

上
の

た
め

の
継

続
的

な
教

育
プ

ロ
グ

ラ
ム

と
予

算
が

確
保

さ
れ

て
い

る
。

個
々

の
内

部
監

査
人

の
能

力
に

合
わ

せ
た

個
別

の
監

査
能

力
向

上
の

プ
ロ

グ
ラ

ム
も

用
意

さ
れ

て
い

る
。

継
続

的
な

教
育

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

定
期

的
な

レ
ビ

ュ
ー

と
継

続
的

な
改

善
も

行
わ

れ
て

い
る

。
入

手
し

た
フ

ィ
ー

ド
バ

ッ
ク

が
分

析
さ

れ
、

内
部

監
査

の
改

善
が

必
要

な
部

分
に

つ
い

て
は

、
適

時
に

見
直

し
が

行
わ

れ
る

仕
組

み
が

存
在

す
る

。
フ

ィ
ー

ド
バ

ッ
ク

フ
ォ

ー
ム

の
見

直
し

も
定

期
的

に
行

わ
れ

て
い

る
。

監
査

品
質

向
上

プ
ロ

グ
ラ

ム
が

、
そ

の
方

針
と

と
も

に
、

内
部

監
査

Ｉ
Ｔ

内
部

監
査

を
実

施
し

て
い

な
い

。

内
部

監
査

人
の

育
成

プ
ロ

グ
ラ

ム
は

な
い

。

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
の

仕
組

み
は

存
在

し
な

い
。

通
常

の
ラ

イ
ン

で
の

決
裁



設
問
の
狙
い

個
々
の
評
価
内
容

初
期
段
階
／
そ
の
場
対
応

レ
ベ
ル
１

定
め
ら
れ
た
プ
ロ
セ
ス
が
あ
る

レ
ベ
ル
３

最
適
化
さ
れ
て
い
る

レ
ベ
ル
５

存
在
し
な
い

レ
ベ
ル
０

自
社

評
価
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41
4

41
5

41
6

枠
組

み
が

定
め

ら
れ

、
こ

れ
が

実
効

的
か

つ
継

続
的

に
実

施
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
重

要
で

す
。

＜
監

査
支

援
ソ

フ
ト

（
自

作
の

エ
ク

セ
ル

ベ
ー

ス
の

ツ
ー

ル
等

も
含

む
）

の
活

用
＞

監
査

プ
ロ

セ
ス

の
統

一
・

標
準

化
、

あ
る

い
は

効
率

化
の

た
め

に
、

監
査

支
援

ソ
フ

ト
を

活
用

す
る

こ
と

が
有

効
な

場
合

が
あ

り
ま

す
。

効
果

的
に

活
用

し
た

い
も

の
で

す
。

＜
外

部
の

第
三

者
に

よ
る

内
部

監
査

の
品

質
評

価
＞

内
部

監
査

協
会

の「
専

門
職

的
実

施
の

国
際

基
準

」
に

よ
れ

ば
、「

外
部

評
価

は
、

組
織

体
外

の
適

格
に

し
て

か
つ

独
立

な
レ

ビ
ュ

ー
実

施
者

又
は

レ
ビ

ュ
ー

・
チ

ー
ム

に
よ

っ
て

、
最

低
で

も
５

年
に

一
度

は
実

施
さ

れ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
」

と
さ

れ
て

い
ま

す
。

外
部

の
視

点
か

ら
の

指
摘

や
ア

ド
バ

イ
ス

を
内

部
監

査
部

門
の

ア
ク

テ
ィ

ビ
テ

ィ
に

ど
う

活
用

し
て

い
く

の
か

が
鍵

と
な

り
ま

す
。

＜
継

続
的

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

／
監

査
の

仕
組

み
の

導
入

＞
内

部
監

査
部

門
の

グ
ロ

ー
バ

ル
ベ

ス
ト

プ
ラ

ク
テ

ィ
ス

の
１

つ
と

し
て

、
最

近
C
on

ti
nu

ou
s 

M
on

it
or

in
g／

か
。

組
織

の
実

情
に

合
わ

せ
た

形
で

監
査

支
援

ソ
フ

ト
を

活
用

し
て

い
る

か
。

外
部

の
第

三
者

に
よ

る
内

部
監

査
品

質
評

価
が

実
施

さ
れ

て
い

る
か

。

内
部

監
査

部
門

に
よ

る
継

続
的

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

／
監

査
（

C
on

tin
uo

us
M

on
ito

ri
ng

／
A
ud

iti
ng

）
が

実
施

さ
れ

て
い

る
か

。

し
て

い
る

。

監
査

プ
ロ

セ
ス

の
一

部
に

監
査

支
援

ソ
フ

ト
を

、
ほ

ぼ
カ

ス
タ

マ
イ

ズ
な

し
で

活
用

し
て

い
る

。

外
部

の
第

三
者

か
ら

、
監

査
プ

ロ
セ

ス
の

一
部

に
つ

い
て

コ
ン

サ
ル

テ
ィ

ン
グ

、
あ

る
い

は
評

価
を

受
け

た
こ

と
が

あ
る

。

内
部

監
査

部
門

内
で

一
定

の
K
ey

Ri
sk

 I
nd

ic
at

or
（

K
RI

）
が

定
め

ら
れ

、
そ

の
動

向
が

適
時

に
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
さ

れ
て

お
り

、
部

門
内

で
報

告
さ

れ
て

い
る

。

定
し

、
そ

れ
に

基
づ

い
て

監
査

品
質

の
向

上
活

動
を

継
続

し
て

実
施

し
て

い
る

。

組
織

の
内

部
監

査
プ

ロ
セ

ス
に

合
わ

せ
た

形
で

監
査

支
援

ソ
フ

ト
を

カ
ス

タ
マ

イ
ズ

し
、

内
部

監
査

の
イ

ン
フ

ラ
を

統
一

し
た

上
で

、
各

監
査

チ
ー

ム
相

互
の

レ
ビ

ュ
ー

を
実

施
し

、
監

査
の

品
質

向
上

を
図

っ
て

い
る

。

一
定

頻
度

で
外

部
の

第
三

者
か

ら
品

質
評

価
を

受
け

る
べ

き
旨

の
定

め
が

あ
り

、
そ

れ
に

従
っ

て
品

質
評

価
が

行
わ

れ
て

い
る

。

内
部

監
査

部
門

に
お

い
て

Ｉ
Ｔ

等
を

活
用

し
た

継
続

的
な

情
報

収
集

、
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
の

手
法

が
定

着
し

て
お

り
、

異
常

値
が

検
出

さ
れ

た
場

合
に

は
組

織
内

に
適

時
な

部
門

内
の

各
個

人
別

に
ま

で
定

め
ら

れ
て

お
り

、
一

定
頻

度
で

の
レ

ビ
ュ

ー
・

見
直

し
の

プ
ロ

セ
ス

が
存

在
し

、
次

年
度

等
に

お
け

る
同

プ
ロ

グ
ラ

ム
が

そ
れ

ら
に

基
づ

い
て

策
定

さ
れ

て
い

る
。

組
織

や
人

事
等

の
長

期
に

わ
た

る
課

題
も

認
識

さ
れ

て
お

り
、

監
査

品
質

向
上

に
向

け
て

の
、

組
織

と
し

て
の

対
応

が
着

実
に

実
施

さ
れ

て
い

る
。

普
段

に
監

査
支

援
ソ

フ
ト

の
ア

ッ
プ

デ
ー

ト
を

実
施

し
、

監
査

プ
ロ

セ
ス

の
改

善
、

内
部

監
査

の
品

質
向

上
を

図
っ

て
い

る
ほ

か
、

ソ
フ

ト
を

使
っ

た
監

査
プ

ロ
セ

ス
の

効
率

化
を

内
部

監
査

側
、

被
監

査
部

門
側

の
双

方
で

進
め

て
い

る
。

一
定

頻
度

で
外

部
の

第
三

者
か

ら
の

品
質

評
価

を
受

け
る

べ
き

旨
の

定
め

が
あ

り
、

そ
れ

に
従

っ
て

品
質

評
価

が
行

わ
れ

て
い

る
。

そ
こ

で
の

議
論

や
指

摘
を

通
じ

て
得

ら
れ

た
知

見
を

活
用

し
て

、
内

部
監

査
部

門
の

戦
略

、
組

織
、

計
画

、
報

告
等

を
含

む
広

範
に

わ
た

る
監

査
プ

ロ
セ

ス
全

般
の

見
直

し
が

継
続

的
、

自
律

的
に

実
施

さ
れ

て
い

る
。

こ
の

プ
ロ

セ
ス

や
結

果
が

し
か

る
べ

き
ラ

イ
ン

ま
で

書
面

に
て

報
告

さ
れ

て
い

る
。

内
部

監
査

部
門

の
継

続
的

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

か
ら

得
ら

れ
た

情
報

は
、

個
別

の
監

査
報

告
を

補
足

す
る

形
で

経
営

陣
に

も
報

告
さ

れ
、

個
別

の
監

査
報

告
書

よ
り

も
更

に
広

い

の
み

で
監

査
調

書
の

検
証

や
監

査
報

告
書

の
発

行
等

が
実

施
さ

れ
て

い
る

。

監
査

支
援

ソ
フ

ト
を

活
用

し
た

こ
と

が
な

い
。

こ
れ

ま
で

コ
ン

サ
ル

テ
ィ

ン
グ

会
社

、
監

査
法

人
等

外
部

の
第

三
者

（
以

下
「

外
部

の
第

三
者

」）
に

品
質

評
価

を
受

け
た

こ
と

が
な

い
。

継
続

的
な

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
仕

組
み

が
存

在
し

な
い

。
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7

41
8

41
9

A
ud

iti
ng

が
取

り
上

げ
ら

れ
る

こ
と

が
多

く
な

っ
て

い
ま

す
。

そ
の

取
り

組
み

は
各

社
に

よ
っ

て
当

然
異

な
り

ま
す

が
、

そ
の

コ
ン

セ
プ

ト
を

上
手

に
取

り
込

み
た

い
も

の
で

す
。

＜
他

の
リ

ス
ク

管
理

部
門

等
と

の
協

働
＞

組
織

の
リ

ス
ク

管
理

に
携

わ
る

他
部

署
と

の
連

係
に

よ
り

、
経

営
に

と
っ

て
よ

り
効

率
的

、
効

果
的

な
リ

ス
ク

管
理

が
可

能
と

な
り

ま
す

。
内

部
監

査
の

独
立

性
に

は
配

慮
し

な
が

ら
も

、
で

き
る

限
り

協
働

を
進

め
て

い
く

こ
と

が
重

要
で

す
。

＜
Ｅ

Ｒ
Ｍ

活
動

へ
の

関
与

＞
最

近
の

内
部

監
査

部
門

は
、

経
営

者
が

持
続

可
能

な
競

争
優

位
を

構
築

し
企

業
価

値
を

実
現

す
る

た
め

の
Ｅ

Ｒ
Ｍ

に
適

切
に

関
与

す
る

こ
と

が
求

め
ら

れ
て

い
ま

す
。

（
組

織
と

し
て

Ｅ
Ｒ

Ｍ
活

動
を

実
施

し
て

い
な

い
場

合
は

回
答

不
要

（
ブ

ラ
ン

ク
に

し
て

お
い

て
く

だ
さ

い
）

で
す

）
＜

内
部

監
査

人
の

社
外

活
動

、
資

格
取

得
の

支
援

＞
自

社
の

内
部

監
査

活
動

が
我

が
国

内
部

監
査

部
門

の
範

た
る

べ
き

充
実

を
示

し
て

い
る

こ
と

は
、

採
用

、
情

報
入

手
、

組
織

の
レ

ピ
ュ

テ
ー

シ
ョ

ン
維

持
・

向
上

の
た

め
に

誠
に

有
益

な
こ

と
で

す
。

内
部

監
査

人
の

外
部

活
動

支
援

は
そ

の
一

環
と

な
る

で
し

ょ
う

。

他
の

リ
ス

ク
管

理
部

門
と

の
協

働
が

必
要

に
し

て
十

分
な

程
度

に
実

施
さ

れ
て

い
る

か
。

Ｅ
Ｒ

Ｍ
活

動
に

対
し

適
切

な
関

与
が

あ
る

か
。

内
部

監
査

人
の

様
々

な
社

外
活

動
、

資
格

取
得

の
支

援
を

実
施

し
て

い
る

か
。

す
べ

て
で

は
な

い
が

一
部

の
リ

ス
ク

管
理

部
門

と
の

間
で

必
要

に
応

じ
協

議
が

行
わ

れ
、

リ
ス

ク
認

識
の

す
り

合
わ

せ
が

行
わ

れ
て

い
る

。

内
部

監
査

部
門

が
Ｅ

Ｒ
Ｍ

活
動

の
一

部
を

知
り

、
監

査
計

画
に

反
映

し
て

い
る

が
、

不
定

期
で

あ
り

、
場

当
た

り
的

で
あ

る
。

一
定

の
内

部
監

査
関

連
の

資
格

を
取

得
す

る
た

め
に

、
報

奨
金

支
給

等
の

制
度

が
あ

る
。

ア
ラ

ー
ム

の
発

出
を

行
う

と
と

も
に

、
こ

れ
ら

の
情

報
を

踏
ま

え
た

適
時

適
切

な
監

査
が

実
施

さ
れ

て
い

る
。

社
内

リ
ス

ク
管

理
部

署
と

定
例

的
に

協
議

が
行

わ
れ

、
リ

ス
ク

情
報

に
つ

い
て

定
性

的
／

定
量

的
な

情
報

交
換

が
行

わ
れ

る
と

と
も

に
、

そ
の

議
事

が
記

録
に

残
さ

れ
て

い
る

。

内
部

監
査

部
門

が
、

Ｅ
Ｒ

Ｍ
活

動
を

理
解

し
、

監
査

す
る

範
囲

が
明

確
で

監
査

計
画

に
反

映
し

て
い

る
。

ま
た

、
そ

の
プ

ロ
セ

ス
も

明
確

と
な

っ
て

い
る

。
Ｅ

Ｒ
Ｍ

会
議

へ
の

出
席

、
資

料
へ

の
ア

ク
セ

ス
権

が
内

部
監

査
部

門
長

に
与

え
ら

れ
て

い
る

。

資
格

取
得

の
た

め
の

勉
強

会
を

社
内

で
開

催
し

た
り

、
資

格
取

得
者

の
モ

ラ
ル

向
上

等
の

施
策

を
実

施
し

て
い

る
。

「
経

営
陣

の
視

点
」

か
ら

の
監

査
報

告
、評

価
が

実
施

さ
れ

て
い

る
。

他
の

リ
ス

ク
管

理
部

門
と

の
実

務
レ

ベ
ル

の
情

報
交

換
に

加
え

、
内

部
監

査
部

門
長

が
会

社
ト

ッ
プ

や
被

監
査

部
門

の
担

当
役

員
レ

ベ
ル

と
、

リ
ス

ク
認

識
等

に
関

す
る

定
例

又
は

随
時

の
協

議
の

場
を

持
ち

、
監

査
す

べ
き

事
項

、
テ

ー
マ

等
に

つ
い

て
情

報
交

換
が

行
わ

れ
て

い
る

。
こ

れ
ら

の
情

報
は

内
部

監
査

部
門

の
監

査
項

目
の

選
定

プ
ロ

セ
ス

の
中

に
組

み
込

ま
れ

、
監

査
の

実
施

等
の

内
部

監
査

部
門

の
活

動
に

適
切

に
活

用
さ

れ
て

い
る

。
内

部
監

査
部

門
が

、
Ｅ

Ｒ
Ｍ

活
動

を
熟

知
し

、
組

織
体

の
戦

略
と

整
合

し
た

監
査

計
画

に
毎

年
見

直
し

反
映

し
て

い
る

。
ま

た
、

年
間

を
通

じ
た

レ
ビ

ュ
ー

も
定

期
的

に
実

施
さ

れ
て

い
る

。
内

部
監

査
部

門
は

、
求

め
ら

れ
れ

ば
監

査
の

独
立

性
を

損
な

わ
な

い
適

切
な

範
囲

で
助

言
を

し
て

い
る

。
各

内
部

監
査

人
の

支
援

の
み

な
ら

ず
、

組
織

と
し

て
日

本
内

部
監

査
協

会
等

の
各

種
団

体
に

講
演

者
や

勉
強

会
講

師
等

を
派

遣
し

た
り

、
内

部
監

査
協

会
Ｃ

Ｉ
Ａ

フ
ォ

ー
ラ

ム
に

多
数

の
人

員
の

参
加

を
促

す
な

ど
、

我
が

国
内

部
監

査
機

能
の

発
展

・
向

上
を

支
援

し
て

い
る

。

情
報

交
換

も
含

め
て

一
切

協
働

は
実

施
し

て
い

な
い

。

内
部

監
査

部
門

の
Ｅ

Ｒ
Ｍ

に
対

す
る

関
与

は
な

い
。

支
援

制
度

は
存

在
し

な
い

。




